
JP 2020-5264 A 2020.1.9

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】消費者向けデバイスを登録し、制御し、及びサ
ポートするように構成することができるコンシェルジュ
デバイスを提供する。
【解決手段】コンシェルジュデバイスは、種々の消費者
向けデバイスのための幅広い機能を提供できるようにす
るメニューを受け取ることができ、消費者向けデバイス
を自動的に識別するサポートセッションを、ユーザが単
一アクションで開始できるようにする。コンシェルジュ
デバイスは音声又は映像サポートコールのために構成す
ることができ、ホームマネージメントブリッジ又はゲー
トウェイと共同して、スイッチ及びランプのようなオー
トメーション化された家の構成要素の搭載を管理する。
ディスプレイを含むコンシェルジュデバイスの実装は、
コンシェルジュデバイスと通信する状態で結合される消
費者向けデバイス上でプレイされているメディアと随意
的に協働して、広告のような補足的情報を示すことがで
きる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ可読命令を備えたコンピュータ・プログラムを記憶した持続性コンピュー
タ可読記憶媒体であって、
　前記コンピュータ可読命令が、コンピュータに対して、コンシェルジュデバイスを用い
て消費者向けデバイスのためのサポートセッションを開始することを含む方法を、実行さ
せるように構成されていて、
　前記方法が、
　前記コンシェルジュデバイスを選択された消費者向けデバイスと関連付けること、
　ユーザによって行われる単一アクションに応答して、前記コンシェルジュデバイスがホ
ームゲートウェイと通信すること、
を含み、前記ホームゲートウェイとの通信が、
　　前記ホームゲートウェイに前記選択された消費者向けデバイスに関する消費者向けデ
バイス識別情報をバッファさせ、サポートセッションのためのサポートセンターを判定さ
せること、
　　前記ホームゲートウェイに前記消費者向けデバイスに関する前記サポートセッション
を開始させ、前記サポートセッション中に前記消費者向けデバイス識別情報を自動的に転
送させ、これにより、前記サポートセッションが、
　　　自動アテンダント又は対話型音声認識システムをバイパスすること、又は
　　　自動サポートプロトコルを開始すること、
のいずれかを可能にすることを含む持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２】
　前記方法が、
　前記消費者向けデバイスの少なくとも製造元及びモデルをそれから判定することができ
る前記選択された消費者向けデバイスの識別子を受信すること、
　受信した前記識別子を用いて前記消費者向けデバイスを登録すること、
　１つ又は複数の入力センサとディスプレイとを含む前記コンシェルジュデバイスをメニ
ュー及び前記消費者向けデバイスを制御する制御コードと共に並びにサポート情報と共に
自動的に構成すること、
　前記入力センサによって感知された単一ユーザアクションに応答して、前記コンシェル
ジュデバイスが前記消費者向けデバイスをサポートするサービスセンターとのコンタクト
を開始すること、
を含み、前記コンタクトが、前記サービスセンターが前記消費者向けデバイスをそれから
識別し、及びサポートされるべき前記消費者向けデバイスに基づいて自動サポートプロト
コルと係り合うかどうかを判定することができる情報を自動的に伝送すること、
を含む、請求項１に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３】
　前記関連付けることが、前記コンシェルジュデバイスを前記選択された消費者向けデバ
イスと無線でペアにし、選択されペアにされた前記消費者向けデバイスを前記ホームゲー
トウェイで識別することをさらに含む、請求項１または２に記載の持続性コンピュータ可
読記憶媒体。
【請求項４】
　前記ホームゲートウェイが、前記コンシェルジュデバイスがインホームネットワークを
介してそれにメッセージを送信する、前記コンシェルジュデバイスから分離した及び別個
の物理的デバイスである、請求項１または２に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５】
　前記ホームゲートウェイが、前記コンシェルジュデバイスと同じ物理的デバイスの一部
である、請求項１または２に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６】
　前記ホームゲートウェイが、前記コンシェルジュデバイスが家の外部に広がるネットワ
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ークを介してそれにメッセージを送信するクラウドベースのデバイスである、請求項１ま
たは２に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７】
　前記方法が、
　前記コンシェルジュデバイスが、前記選択された消費者向けデバイスからステータス情
報を受信し、前記サポートセッションで用いるために前記ステータス情報を前記ホームゲ
ートウェイに転送することをさらに含む、請求項１から請求項６までのいずれかに記載の
持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項８】
　前記方法が、
　前記ホームゲートウェイが、前記選択された消費者向けデバイスと接続し、前記選択さ
れた消費者向けデバイスからステータス情報を受信し、前記サポートセッションにおいて
前記ステータス情報を用いることをさらに含む、請求項１から請求項６までのいずれかに
記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９】
　前記方法が、
　前記ホームゲートウェイが、前記サポートセッション中に前記選択された消費者向けデ
バイスとの間でメッセージをリレーすることをさらに含む、請求項１から請求項６までの
いずれかに記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１０】
　前記方法が、
　前記コンシェルジュデバイスのディスプレイ上にターゲット型又は対話型広告を表示す
ることをさらに含む、請求項１から請求項６までのいずれかに記載の持続性コンピュータ
可読記憶媒体。
【請求項１１】
　前記方法が、
　前記コンシェルジュデバイスが、前記消費者向けデバイスからデータストリームを受信
し、前記コンシェルジュデバイスと前記消費者向けデバイスとの間の対話と協調して前記
データストリームからの情報を前記コンシェルジュデバイス上に表示することを含む、請
求項１または２に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２】
　前記消費者向けデバイスが、テレビ、又はモニタに結合されたビデオ画像源であり、前
記コンシェルジュデバイスディスプレイ上に表示される前記情報が、前記テレビ又はモニ
タ上に表示される画像と調和される、請求項１１に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒
体。
【請求項１３】
　前記コンシェルジュデバイス上に表示される前記情報が、会社又は製品を識別し、広告
又は番組シーンにおけるプロダクト・プレイスメントと協調する、請求項１２に記載の持
続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１４】
　前記情報が、ユーザが早送りし、巻き戻しし、又はスキップすることによってコンテン
ツを通してナビゲートする際に前記コンシェルジュデバイス上に表示される、請求項１３
に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５】
　前記コンシェルジュデバイス上に表示される前記情報が、会社又は製品を識別し、広告
又は番組シーンの主題と協調する、請求項１２に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体
。
【請求項１６】
　コンピュータ可読命令を備えたコンピュータ・プログラムを記憶した持続性コンピュー
タ可読記憶媒体であって、
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　前記コンピュータ可読命令が、コンピュータに対して、
　コンピュータ可読命令を備えたコンピュータ・プログラムを記憶した持続性コンピュー
タ可読記憶媒体であって、前記コンピュータ可読命令が、コンピュータに対して、
　コンシェルジュデバイスをサポートされるべき特定の消費者向けデバイスを識別するデ
ータと関連付けること、
　前記コンシェルジュデバイスに向けられたユーザの単一アクションに応答して、前記特
定の消費者向けデバイスからのデータを用いて、幾つかのサービスセンターのうちの前記
特定の消費者向けデバイスをサポートするためにコンタクトを開始する何れかを参照して
選択し、前記特定の消費者向けデバイスをサポートする前記選択したサービスセンターと
の少なくとも音声コンタクトを開始すること、及び、
　前記ユーザの声を取り込む及び前記ユーザが聞くための音声を再生するために前記コン
シェルジュデバイスを用いて前記特定の消費者向けデバイスに関する前記サービスセンタ
ーとのサポートコールを行うこと、
を含み、
　前記少なくとも音声コンタクトを開始することが、そこから前記サービスセンターが前
記特定の消費者向けデバイスを識別できる情報を前記サービスセンターに自動的に伝送す
ることを含む、
方法を、実行させるように構成されている持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１７】
　前記方法が、
　前記特定の消費者向けデバイスを前記サポートコール中に前記サービスセンターと通信
する状態で結合させることをさらに含む、請求項１６に記載の持続性コンピュータ可読記
憶媒体。
【請求項１８】
　前記方法が、
　前記サポートコール中に前記コンシェルジュデバイス上に視覚的情報を表示することを
さらに含む、請求項１６に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１９】
　前記方法が、
　前記コンシェルジュデバイス上のカメラが前記サポートコール中に前記サービスセンタ
ーに視覚的情報を送信することをさらに含む、請求項１６に記載の持続性コンピュータ可
読記憶媒体。
【請求項２０】
　前記関連付けることが、前記コンシェルジュデバイスが前記特定の消費者向けデバイス
を識別する前記データのコピーを維持するサポートゲートウェイと対話することをさらに
含む、請求項１６から請求項１９までのいずれかに記載の持続性コンピュータ可読記憶媒
体。
【請求項２１】
　前記自動的に伝送することが、前記特定の消費者向けデバイスに関する製品モデル情報
及びユーザ識別可能情報を前記サービスセンターに送信することをさらに含む、請求項１
６から請求項１９までのいずれかに記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２２】
　前記サポートコールが会話する人工知能を用いて行われることをさらに含む、請求項１
６から請求項１９までのいずれかに記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２３】
　コンピュータ可読命令を備えたコンピュータ・プログラムを記憶した持続性コンピュー
タ可読記憶媒体であって、
　前記コンピュータ可読命令が、コンピュータに対して、
　コンシェルジュデバイスを用いて消費者向けデバイスのためのサポートコールを開始す
る方法を、実行させるように構成されていて、
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　前記方法が、
　前記コンシェルジュデバイスを消費者向けデバイスと無線でペア化すること、
　前記ペア化された消費者向けデバイスから幾つかの消費者向けデバイス識別情報を受信
すること、
　ユーザによって行われる単一アクションに応答して、前記コンシェルジュデバイスがサ
ポートゲートウェイと通信すること、
を含み、
　前記サポートゲートウェイと通信することが、
　　前記消費者向けデバイス識別情報を前記サポートゲートウェイに転送すること、及び
　　前記サポートゲートウェイに、前記転送された前記消費者向けデバイス識別情報を用
いて、幾つかのサービスセンターのうちの前記特定の消費者向けデバイスをサポートする
ためにコンタクトを開始する何れかを参照して選択させ、更に、前記消費者向けデバイス
のための前記サポートコールを開始させ、前記サポートコール中に前記消費者向けデバイ
ス識別情報を転送させ、これにより、前記サポートコールが、自動アテンダント又は対話
型音声認識システムをバイパスすること、若しくはオンライン又は代替的なサポートプロ
トコルと係り合うことを可能にすること、及びサポートされるべき関連する前記消費者向
けデバイスを識別すること、
を含む持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２４】
　前記方法が、
　前記コンシェルジュデバイスが、前記ペア化された消費者向けデバイスからステータス
情報を受信し、前記ステータス情報を前記サポートコール中に用いるために前記サポート
ゲートウェイに転送することをさらに含む、請求項２３に記載の持続性コンピュータ可読
記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本願は、以下の仮出願、すなわち、「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｒｅ
ｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ，　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｃｏｎｃｉｅｒｇ
ｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する２０１１年１１月１８日に出願され
た米国特許仮出願第６１／５６１，７３２号（ＮＥＸＳ１０１０－２）、「Ｃｏｎｓｕｍ
ｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ，　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　
Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する
２０１１年９月１日に出願された米国特許仮出願第６１／５３０，３７０号（ＮＥＸＳ１
０１０－１）、「Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｃｏｎｃ
ｉｅｒｇｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する２０１１年１月５日に出願
された米国特許仮出願第６１／４３０，０９９号（ＮＥＸＳ１００７－１）、及び「Ａｄ
ｖｅｒｔｉｓｉｎｇ　ｏｎ　ａ　Ｔｅｔｈｅｒｅｄ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂｕｔｌｅｒ　Ｃ
ｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題す
る２０１１年１月５日に出願された米国特許仮出願第６１／４３０，１０３号（ＮＥＸＳ
１００８－１）に関連し、その利益を主張するものである。第１１条（１）（ｉｉｉ）（
ｄ）又は（ｅ）において参照されるこの国際出願の要素、若しくは規則２０．５（ａ）に
おいて参照される説明、請求項、又は図面の一部が、当該国際出願には含まれないが仮出
願には完全に含まれる場合、該要素又は一部は、規則２０．６のため引用により該国際出
願に組み込まれる。
【０００２】
　本願はさらに、「Ｔｅｔｈｅｒｅｄ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂｕｔｌｅｒ　Ｃｏｎｓｕｍｅ
ｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍ
ｅｔｈｏｄ」と題する２０１１年３月１４日に出願された米国特許出願第１３／０４７，



(6) JP 2020-5264 A 2020.1.9

10

20

30

40

50

４４５号（ＮＥＸＳ１０００－１５）に関連し、これは「Ｔｅｔｈｅｒｅｄ　Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｂｕｔｌｅｒ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する２０１０年４月１２日に出願
された米国特許出願第１２／７５８，２４１号、現在は米国特許第７，９０７，７１０号
（ＮＥＸＳ１０００－１３）の継続出願であり、これは次に、「Ｔｅｔｈｅｒｅｄ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｂｕｔｌｅｒ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｒｅｍｏｔｅ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する２００９年１０月２日
に出願された米国特許出願第１２／５７２，６７７号（ＮＥＸＳ１０００－１１）、現在
は米国特許第７，６９７，６６９号の継続出願であり、これは次に「Ｔｅｔｈｅｒｅｄ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂｕｔｌｅｒ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する２００９年４月８日に出願された米国特許出願第１
２／４２０，７２３号（ＮＥＸＳ１０００－９）、現在は米国特許第７，６０９，８２４
号の継続出願であり、これは次に「Ｔｅｔｈｅｒｅｄ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂｕｔｌｅｒ　
Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題
する２００８年９月１５日に出願された米国特許出願第１２／２１０，７８２号（ＮＥＸ
Ｓ１０００－８）、現在は米国特許第７，５４２，７５３号の継続出願であり、これは次
に「Ｔｅｔｈｅｒｅｄ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂｕｔｌｅｒ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する２００６年８月１８日に出
願された米国特許出願第１１／４６５，７４９号（ＮＥＸＳ１０００－３）、現在は米国
特許第７，４４４，１３０号の継続出願であり、これは次に「Ｔｅｔｈｅｒｅｄ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｂｕｔｌｅｒ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する２００６年２月８日に出願された米国特許出願第１１／３
５０，９８０号（ＮＥＸＳ１０００－２）、現在は米国特許第７，３８９，１０３号の部
分継続出願であり、これは「Ｔｅｔｈｅｒｅｄ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂｕｔｌｅｒ　Ｃｏｎ
ｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する２
００５年８月１９日に出願された米国特許仮出願第６０／７０９，６６６号（ＭＥＸＳ１
０００－１）の３５ＵＳＣ１１９（ｅ）の下での利益を主張するものである。
【背景技術】
【０００３】
　本願を審査するためのアートユニットの選択に関する本開示の技術分野は、照明、娯楽
機器、暖房、換気、空調、洗濯、及び台所機器のような消費者向けデバイスと通信する状
態で遠隔制御するためのシステム、プロセス、及びデバイスを含む。このシステム、プロ
セス、及びデバイスは、電話線（例えば、ＤＳＬ）又は他の双方向電磁気又は光伝送を介
してクラウドベースのリソースと通信する。幾つかの実装のうちの１つの特徴は会話を可
能にすることであり、別の特徴はスピーチなどの伝送である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　未来の家は、数十年にわたって、おそらく何世紀にもわたって私達の想像を捕えている
。例えば、ディズニーランドは、モンサント、ＭＩＴ、及びディズニーの共同プロジェク
トとして１９５７年から１９６７年まで未来の家を催した。その時代には、資源が豊富で
あり、コンピュータは高価な企業の装置であった。
【０００５】
　最近では、ＩＢＭが、「Ｔｈｅ　ＩＢＭ　ｖｉｓｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｓｍａｒｔｅｒ　
ｈｏｍｅ　ｅｎａｂｌｅｄ　ｂｙ　ｃｌｏｕｄ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」（２０１０年９
月）を公開しており、これは未来の家の多くの異なる構想を提供し、１つにはクラウドベ
ースの解析の発展によってサポートされる。接続された家の及び「モノのインターネット
（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　ｔｈｉｎｇｓ）」のＩＢＭの構想を説明するこの白書は、仮
出願のうちの１つ又は複数を付随し、引用により本明細書に組み込まれる。
【０００６】
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　未来の家の発展する構想は、私達の生活を改善し、私達の消費者向けデバイスと私達の
家の外部のサービスとの相互接続を制御し、及びサポートするであろう通信デバイス及び
家の付属品に関する革新の継続的な機会をもたらす。幾つかの目的のために、消費者向け
機器（ｃｏｎｓｕｍｅｒ　ａｐｐｌｉａｎｃｅ：ＣＡ）と消費者向け電子装置（ｃｏｎｓ
ｕｍｅｒ　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ：ＣＥ）とを区別して、食器洗浄機、洗濯機、ヒータ
、エアコン、照明などのような機器と、ＣＥであるテレビ、娯楽デバイス、及びメディア
センターデバイスとを区別することができる。新しい方法及びデバイスは、消費者、特に
先導する消費者向け電気及び電子装置のユーザのサービス体験を向上させる可能性がある
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　消費者向けデバイスを登録し、制御し、及びサポートするように構成することができる
コンシェルジュデバイスを開示する。種々の実装では、これはホームマネージメントブリ
ッジに及び／又はクラウドベースのマネージメントサーバに代替的に又は重複して接続す
る。これは単一のコンシェルジュデバイスが家の中の特定の消費者向けデバイスにカスタ
マイズされた幅広い機能を提供できるようにするメニューを動的に受け取ることができる
。コンシェルジュデバイスは、消費者向けデバイスと関連付けられるときに、ユーザが単
一アクションでサポートコールを開始すること、消費者向けデバイスを自動的に識別する
こと、及び随意的に、自動アテンダント選択ツリーをバイパスすること又は対話型音声応
答プロトコルを呼び出すこと又は家の中の消費者向けデバイスに関する情報を考慮に入れ
た視覚対話プロトコルを呼び出すことのいずれかを可能にする。コンシェルジュデバイス
は、音声又は映像サポートコールに向けて構成することができる。コンシェルジュデバイ
スは、ホームマネージメントブリッジ又はゲートウェイと共同して、ホーム制御デバイス
並びに無線で接続されるスイッチ及びランプのような制御可能デバイスを含むオートメー
ション化された家の構成要素のオンボーディングを管理することができる。ディスプレイ
を含むコンシェルジュデバイスの実装は、コンシェルジュデバイスと通信する状態で結合
された消費者向けデバイス上で再生されているメディアと随意的に協働して、広告のよう
な補足的情報を示すことができる。本発明の特定の態様が、請求項、明細書、及び図面で
説明される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】コンシェルジュデバイス、家の中の種々の消費者向けデバイス、ホームマネージ
メントブリッジ、及びネットワークによって接続されるクラウドベースのシステム配信プ
ラットフォームを含む高レベル概念図である。
【図２】種々のフォームファクタのコンシェルジュデバイスを描いた図である。
【図３】電話と、コンシェルジュデバイスを用いて選択されてもよい可能性がある機能と
してのサポートサービスとを描いた図である。
【図４】図４～図８は、統合型又は独立型のいずれかのコンシェルジュデバイス及びホー
ムマネージメントブリッジの構成を示し、図４は、冷蔵庫又は他の大型家電に搭載される
コンシェルジュデバイスを描いた図である。
【図５】ディスプレイのないコンシェルジュデバイスを用いるシナリオを描いた図である
。
【図６】ディスプレイのないコンシェルジュデバイスを用いるシナリオを描いた図である
。
【図７】ホームマネージメントブリッジと共に使用されている又は代替的にクラウドベー
スのマネージメントサーバに直接接続されている、ディスプレイを含むコンシェルジュデ
バイスを描いた図である。
【図８】統合型ブリッジ及びタッチスクリーンディスプレイを伴うコンシェルジュデバイ
スを描いた図である。
【図９】本開示と一致する方法のフローチャートである。
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【図１０Ａ】図１０～図１５は、ディスプレイを含むコンシェルジュデバイスに関する例
となる画面であり、図１０Ａでは、説明されたコンシェルジュサービスを呼び出すことを
含む選択肢がユーザに提示される。
【図１０Ｂ】ライブＴＶからのＴＶチャネルの選択肢を描いた図である。
【図１１Ａ】ビデオ電話通話を描いた図である。
【図１１Ｂ】ビデオ電話通話を描いた図である。
【図１２Ａ】バイオメトリックデータを用いるユーザ認証の例を示す図である。
【図１２Ｂ】新しいホーム制御デバイスであるスイッチがオンボーディングに利用可能で
あるというアラートの例を示す図である。
【図１３Ａ】ユーザがそれに新しいスイッチを接続することができるデバイスの種類を選
択するのに用いられる例となるＧＵＩである。
【図１３Ｂ】ユーザが新しいスイッチに接続することができるデバイスを提示する例とな
るＧＵＩである。
【図１４Ａ】ユーザがそれからデバイスを選択し、及びサポートセッションを開始させる
ことができるＧＵＩの例である。
【図１４Ｂ】ヒューマンエージェントとの接続に先立ってサポートセッションでユーザに
提示される、提案される対処の例である。
【図１５】ヒューマンサポートエージェントとのビデオ通話を描いた図である。
【図１６】ホームマネージメントブリッジ又はコンシェルジュデバイスがサポートセンタ
ーと通信するのに有用な場合がある情報を描いた図である。
【図１７】ユーザのための自動対話をサポートすることを追加した高レベル図である。
【図１８】自動対話の一部として供給されてもよい情報のサンプルを表わした図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下の詳細な説明は図面を参照してなされる。請求項によって定められるその範囲を限
定するためではなく開示された技術を例証するために、好ましい実施形態が説明される。
当業者は、以下の説明に対する種々の等価な変形を認識するであろう。
【００１０】
　［コンシェルジュデバイスの能力の範囲］
　消費者向け機器又はエレクトロニクスデバイス（まとめて「消費者向けデバイス」）を
登録し、制御し、及び／又はサポートするように構成することができるコンシェルジュデ
バイスを開示する。機器は伝統的にスマートではなく、家の中で管理されておらず、クラ
ウドに接続されていなかったため、消費者向け機器デバイスを登録し、制御し、及び／又
はサポートすることは特に革新的である。コンシェルジュデバイスは、種々の実装では、
ホームマネージメントブリッジに又はクラウドベースのマネージメントサーバに接続して
もよい。他の実装では、これは一方を他方へのバックアップとして用いる。
【００１１】
　幾つかの実装では、コンシェルジュデバイスは、登録された消費者向けデバイスに適す
るホームマネージメントブリッジ又はクラウドベースのサーバのいずれかから消費者向け
デバイスの制御メニューを受け取る。これらの動的に受け取られたメニューは、単一のコ
ンシェルジュデバイスが家の中の特定の消費者向けデバイスにカスタマイズされた幅広い
機能を提供できるようにする。セキュリティに対する意識が高い家主を満足させるために
、随意的な認証セキュリティを実装することができる。
【００１２】
　コンシェルジュデバイスはまた、幾つかの実装では、ターゲット型又は対話型広告のよ
うな補足的情報をユーザに表示することができる。
【００１３】
　本開示は家を言及するが、開示される技術はまた、中小企業のようなビジネスにも適用
することができる。「インホーム」技術への言及がなされる場合、これはビジネスの「オ
ンプレミス」に言い換えられる。
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【００１４】
　　［ホームオートメーションへのデバイスの簡単なオンボーディング］
　家の中の新しいデバイスの簡単なオンボーディングは、登録プロセスの一部とすること
ができる。この登録プロセスは認証によって安全なものにすることができる。コンシェル
ジュデバイス、ホームマネージメントブリッジ、又はクラウドベースのサービスのいずれ
も、ホームネットワークにおける新しいデバイスの存在を認識することができる。新しい
デバイスは、ホームネットワークの一部として無線又は配線プロトコルを介して通信する
ことができる。随意的に、新しいデバイスは、コンシェルジュデバイスと通信することが
できる可能性があり、コンシェルジュデバイスは、新しいデバイスと、ブリッジ、クラウ
ドベースのサービス、又はこの両方との間に登録通信をリレーすることができる可能性が
ある。
【００１５】
　コンシェルジュデバイスは、オンボーディングされている新しいデバイスの登録、随意
的に認証に参加することができる。スピーカ又は他のオーディオ出力をもつコンシェルジ
ュデバイスは、新しいデバイスの登録を確認するための音声プロンプトを受信することが
でき、且つボタンを押す、メニューの選択、又は口頭によるプロンプトへの口頭による応
答のようなプロンプトに応答して単一ユーザアクションを受け付けることができる。代替
的に、ディスプレイをもつコンシェルジュデバイスは、新しいデバイスの登録を確認する
ための視覚プロンプトを受信することができ、且つボタンを押す、メニューの選択、又は
視覚プロンプトへの口頭による応答のようなプロンプトに応答して単一ユーザアクション
を受け付けることができる。
【００１６】
　　［認証されたオンボーディング］
　認証プロトコルによって、簡単なオンボーディングを安全なものにすることができる。
１つの認証プロトコルは声紋に依拠するであろう。コンシェルジュデバイスは、好ましく
は話した言葉をインホームブリッジ又はクラウドベースのサービスにリレーすることにな
り、新しいデバイスのオンボーディングを認証するために声紋鑑定又は音声の別のバイオ
メトリック解析を用いることを他のデバイスに依拠する。代替的に、コンシェルジュデバ
イスは、より高コストで、コンシェルジュデバイスに内蔵されたリソースを用いて話した
言葉を解析し、話した言葉からローカル認証を行うことができる可能性がある。別の認証
プロトコルは、指紋リーダを用いてユーザの指紋を読み取ることに関係するであろう。コ
ンシェルジュデバイスは、好ましくは生指紋データをブリッジ又はクラウドベースのサー
ビスにリレーするであろう。代替的に、再び増加したデバイスコストで、コンシェルジュ
デバイスは、認証のための指紋データをローカルに処理することができる可能性がある。
他の呼掛け及び応答認証プロトコルは、ブリッジ又はクラウドベースのサービスと通信す
る状態でコンシェルジュデバイスを用いて又はコンシェルジュデバイスのローカルリソー
スを用いて容易に実装することができる可能性がある。付加的な認証と組み合わされたコ
ンシェルジュデバイスを所有することは、二因子認証を提供するであろう。
【００１７】
　最も簡単な認証レベルにおいて、コンシェルジュデバイスは、ブリッジ又はクラウドベ
ースのサービスと、ボタンの一度押し、デバイスの振れ（加速度計、コンパス、ジャイロ
スコープ又は他の動きに敏感な電子装置、ＭＥＭＳ、又は他のデバイスによって感知され
る）、又は口頭でのオンボーディング完了への応答とペアにすることができる可能性があ
る。この簡単なケースでは、コンシェルジュデバイスの所有と単一ユーザアクションは、
新しいデバイスの一因子認証を満足させるのに十分であろう。こうした認証の要求は、新
しいデバイスがそれら自身で登録すること及びホームネットワーク上のウィルス又はトロ
イの木馬となることを防止する。
【００１８】
　一因子認証又は二因子認証のいずれかと組み合わせて、ブリッジ又はクラウドベースの
サービスは、オンボーディングされている又はホームネットワークに追加されているデバ
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イスを説明し、追加されているデバイスが説明に合致することのユーザ確認を得ることが
できる可能性がある。説明は、聴覚又は視覚のいずれかとすることができる可能性がある
。これは、ネットワーク上への新しいデバイスの誤登録又は悪意のある登録に対する付加
的な安全措置である。
【００１９】
　実装することができる機能の中で、コンシェルジュデバイスは、他のソースからのメデ
ィアをコンシェルジュデバイスの複雑さ及びコストを低減させるコンシェルジュ標準フォ
ーマットにトランスコードすることをブリッジ又はクラウドベースのサービスのいずれか
に依拠してもよい。随意的に、コンシェルジュデバイスは、消費者向けデバイスと関連付
けられるときに、ユーザがサポート電話番号を参照する又はリコールする必要なしに、サ
ポートコールをユーザが単一アクションで開始し、少なくとも消費者向けデバイス、及び
随意的にユーザ又は世帯を自動的に識別できるようにする。自動的に提供された情報を用
いて、コンシェルジュデバイスは、随意的に、ユーザが自動アテンダント選択ツリーをバ
イパスすること、家の中の消費者向けデバイスに関する情報を考慮に入れた対話型音声応
答プロトコルを呼び出すこと、コンシェルジュデバイスのディスプレイ（ディスプレイを
含むときに）を用いてセッションを呼び出すこと、及び／又はホームコンピュータを含む
協調したブラウザベースのセッションを開始することをさらに可能にすることができる可
能性がある。消費者向けデバイスの例は、テレビ、ステレオ、Ａ／Ｖ受信機、衛星及びケ
ーブル受信機、ＤＶＤプレーヤ、メディアサーバ、電話システム、食器洗浄機、オーブン
、冷蔵庫、他の台所機器、洗濯機、ドライヤ、スパ、ＨＶＡＣ、プール設備、照明、セキ
ュリティセンサ、医療装置、車両、ユーティリティ、パーソナルコンピュータ、及びネッ
トワーク付属機器を含む。
【００２０】
　コンシェルジュデバイスは、幾つかの実装では、マネージメントデバイスの不具合又は
アクセス不能に起因して再起動される必要がある又はアクセス不能な機能を有するスマー
トホームで消費者がフラストレーションを感じる可能性を低減させる冗長デバイスを通じ
て代替的に接続する。冗長デバイスとは、ホームマネージメントブリッジ及び１つ又は複
数のクラウドベースのマネージメントサーバを意味する。ホームマネージメントブリッジ
の例は、Ｉｏｎｉｃｓ　ＥＭＳ及び４Ｈｏｍｅによって（この出願の時点で）開発中のも
のを含む。これらのデバイスは、時にはゲートウェイと呼ばれる。クラウドベースである
マネージメントサーバは、インターネット、又はホームネットワークへの電話、携帯電話
、ケーブル、又は光ファイバ接続のような別のネットワークを介してアクセスされる。サ
ーバとは、ワークステーション、サーバ、サーバクラスタ、サーバファームなどとするこ
とができるコンピューティングデバイスを意味する。サーバは、負荷分散デバイスに接続
されるサーバのアレイであってもよい。
【００２１】
　コンシェルジュデバイスは、ホームマネージメントブリッジ及び／又はクラウドベース
のマネージメントサーバに無線で結合される。幾つかの環境では、これはアクセスポイン
トを通じて結合され、次にインターネットとインホームネットワークとの両方に接続され
る。コンシェルジュデバイスからホームマネージメントブリッジ及び／又はクラウドベー
スのマネージメントサーバへの代替的な接続も提供する、本開示と一致する多くの他の構
成が可能である。
【００２２】
　代替的接続間でのコンシェルジュデバイスの第１の選択肢は、ローカルネットワーク上
の待ち時間の方がクラウドベースのサービスに接続する際の待ち時間よりも少ないはずな
ので、インホームデバイスとすることができる。インホームデバイスは、ユーザが家に残
すことを望まない情報を格納することができる。インホームデバイスは、インターネット
又は別のネットワークを介してそれらと接続するクラウドベースのサーバから必要な場合
に情報を得ることができる。クラウドベースのサービスに関して、テレコム又はケーブル
会社は、メッセージが会社のネットワークでさえも離れずに、始発ネットワークから第２



(11) JP 2020-5264 A 2020.1.9

10

20

30

40

50

のエンティティによって所有されるネットワークへの引き渡しなしに、コンシェルジュデ
バイスからのＩＰメッセージに応答することができる可能性がある。ネットワークを介し
た接続とラストマイルサービスプロバイダによってホストされる又はこれと提携した接続
との両方は、クラウドベースとして言及する接続の一部である。
【００２３】
　代替的に、コンシェルジュデバイスは、最初にクラウドベースのサービスに接続するこ
とを試み、次いで、代替としてインホームブリッジにフォールバックしてもよい。フォー
ルバックは、クラウドベースのホームマネージメントサーバに接続する際の利用不能状態
又は過剰な待ち時間からの結果である可能性がある。
【００２４】
　ホームマネージメントブリッジは、一実装では、コンシェルジュデバイスへのメニュー
の登録及び配布を仲介する。コンシェルジュデバイスは、関連する消費者向けデバイスを
登録するためにホームマネージメントブリッジに接続する。ホームマネージメントブリッ
ジの動作は、コンシェルジュデバイスに対してトランスペアレントである。ホームマネー
ジメントブリッジは、例えばクラウドからキャッシュされた、特定の関連する消費者向け
デバイスに関するキャッシュされた又は恒久的にインストールされた情報を既に有してい
てもよい。又は、これは、ブリッジが関連する消費者向けデバイスの特定のモデルナンバ
ーを解読する、デバイスのタイプを登録する、制御メニューを取り出す、及び他の情報を
取り出すことを可能にする製造業者接続情報を有してもよい。代替的に、ブリッジは、関
連する消費者向けデバイスによって最初に格納された情報に依拠してもよい。この情報は
、コンシェルジュデバイスによって転送され又はブリッジによって直接得られてもよい。
【００２５】
　別の実装では、コンシェルジュデバイス及び関連する消費者向けデバイスは、クラウド
ベースのホームマネージメントサーバと対話することで始まり、ホームマネージメントブ
リッジの役割は、クラウドベースのホームマネージメントサーバからコンシェルジュデバ
イス又は関連する消費者向けデバイスによって要請される情報をバックアップすることで
ある。
【００２６】
　　［仮想アプリ－ダウンロードされたメニュー］
　任意のインホームブリッジを使用した、通過した、又は、バイパスした何れかの登録に
引き続き、コンシェルジュデバイスは、登録された消費者向けデバイスに関するメニュー
及び／又は制御コードを受信し、及び随意的に格納する。定期的に、コンシェルジュデバ
イスは、更新されたメニュー及び／又は制御コードをチェックしてもよい。これは、ホー
ムマネージメントブリッジに又はクラウドベースのサーバに問い合わせることができる。
ホームマネージメントブリッジは、コンシェルジュデバイス及びこれが検出できる他のイ
ンホームデバイスによって登録されたデバイスに関するメニュー及び制御コードのキャッ
シュを定期的にリフレッシュしてもよい。
【００２７】
　コンシェルジュデバイスは、コンシェルジュデバイスがインホーム消費者向けデバイス
の登録に関係しなかった場合であっても、ホームマネージメントブリッジからメニュー、
制御コード、及び他の情報を得ることができる。例えば、交換の又は第２のコンシェルジ
ュデバイスは、第１のコンシェルジュデバイスによって以前用いられた情報をホームマネ
ージメントブリッジによって再ロードすることができる。又は、第１のコンシェルジュデ
バイスは、ブリッジが消費者向けデバイスを既に発見した及びクラウドベースのマネージ
メントサーバから適切な情報をダウンロードした家に導入することができる。
【００２８】
　コンシェルジュデバイスの１つの用途は遠隔制御である。別の用途は、テレビ上のホー
ムマネージメントブリッジ又はブリッジと同じネットワーク上で利用可能な他のものによ
ってバッファされる情報の表示を制御することである。コンシェルジュデバイスのさらな
る用途は、消費者向けデバイスのためのサポートを提供することである。
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【００２９】
　　［ワンアクションサポートのためのコンシェルジュデバイス］
　４つのレベルのサポート自動化が説明される。基本レベルにおいて、コンシェルジュデ
バイスは、コンシェルジュデバイス又はホームマネージメントブリッジのいずれかによる
サポートセンターへのユーザ／世帯及び／又は消費者向けデバイスの自動識別の後で、電
話サポートを提供する。
【００３０】
　次のレベルで、コンシェルジュデバイスは、サポートコール中に静止画像又はビデオ情
報をサポートセンターに提供するカメラを含む。随意的に、ディスプレイを伴うパーソナ
ルコンピュータ、テレビ、又は他のデバイスは、サポートコール中にユーザを支援するた
めに視覚的情報を受信することができる。視覚的情報は、サポート員の画像、消費者向け
デバイスの態様を例証するピクチャ、テキスト命令、又はこれらの組み合わせであっても
よい。
【００３１】
　自動トラブルシューティングは、視覚ベースの対話又は対話型音声システムのいずれか
を用いてユーザがヒューマンサポートエージェントと接続される前に行うことができる。
自動トラブルシューティングは、ユーザからの義務付けられた応答を必要としてもよく、
又はこれは随意的なものであってもよい、すなわち、ユーザに自動トラブルシューティン
グを試してみたいかどうかを尋ねることによるオプトイン、自動化されたプロトコルを開
始し、ユーザにさらなる自動サポートのないヒューマンサポートに進む選択肢を与えるこ
とによるオプトアウト、又はオプトアウトと組み合わされたオプトインであってもよい。
代替的に、自動トラブルシューティングは、ヒューマンサポートエージェントに接続され
ることをキューに入れて待っている間に行われてもよい。当該トラブルシューティングは
、伝統的な対話型音声応答システム、ブラウザベースの視覚トラブルシューティングプロ
トコル、又はＩＢＭによって実証されるＷａｔｓｏｎ人工知能技術に基づく進歩した対話
型システムを用いて構成できる。自動トラブルシューティングの試行は、キュー期間中の
随意的なものであってもよい。サポートシステムは、自動サポートが機能しているように
見える場合に、サポートインターフェースを用いること又はヒューマンサポートエージェ
ントに後で戻ることを伝えることのいずれかによって、ユーザがヒューマンサポートを先
延ばしできるように構成されてもよい。自動トラブルシューティングオプションのユーザ
受けを改善するために、自動トラブルシューティングの完了後に速やかに彼らがアシスタ
ンスを受けるように、自動トラブルシューティングを追っている間にヒューマンサポート
エージェントと話しをするキューの順番がくるユーザはキューの上位に保たれてもよい。
【００３２】
　ディスプレイによる自動トラブルシューティングを行う代わりに、基本トラブルシュー
ティングステップを通して情報を収集し、及びユーザを導くために、自動音声応答（ＡＶ
Ｒ）システムを用いることができる可能性がある。ディスプレイと共に行うことができる
ことの多くは、自動化されたシステムとの音声対話を用いて代替的に行うことができる可
能性がある。
【００３３】
　第３のレベルで、コンシェルジュデバイスは、診断ステータス情報を消費者向けデバイ
スからサポートセンターに転送させる。このレベルは、随意的に以前のレベルのカメラを
含む。代替的に、消費者向けデバイス及びホームマネージメントブリッジを伴うコンシェ
ルジュデバイスの構成は、ユーザがサポートコールを開始する必要なしに、消費者向けデ
バイスがステータス及び／又は診断情報をサポートセンターに定期的に又は時折提供する
ことを可能にしてもよい。次いで、ユーザがサポートコールを開始するときに、サポート
センターは、必ずしもサポートコールにつながる問題に限定されない消費者向けデバイス
に伴う問題を識別するのに必要な情報を既に有している可能性がある。随意的に、上述の
自動トラブルシューティングはまた、ユーザがヒューマンサポートエージェントと接続さ
れる前に実行することができる。この特徴及びオプションの利用可能性は、もちろん消費
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者向けデバイスのステータスに依存する。デバイスは、死んでいる、診断上アクセス可能
である、又は機能しており診断上アクセス可能である場合がある。「死んでいる」とは、
消費者向けデバイスとの直接又は間接のいずれの電子通信も存在しないことを意味する。
診断上アクセス可能とは、コンシェルジュデバイス又はコンシェルジュデバイスと共に機
能するブリッジが少なくとも診断の目的で消費者向けデバイスと通信することができるこ
とを意味する。これは、パーソナルコンピュータ上の「安全ブートモード」のような特別
なモードに関係してもよい。機能しており診断上アクセス可能とは、消費者向けデバイス
が概ね機能するがサポートを必要とすることを意味する。転送される診断情報は、１つ又
は複数のステータスコードを含んでもよい。これは、ソフトウェア／ファームウェアバー
ジョン情報及びコンポーネント検査結果を含んでもよい。
【００３４】
　第４のレベルで、コンシェルジュデバイス又はコンシェルジュデバイスと共に機能する
ブリッジは、診断セッションにおいて消費者向けデバイスとサポートセンターとの間の通
信をリレーする。このレベルは、随意的に前のレベルの特徴を含み、それらにうまく積み
上げられる。診断セッションは、サポートセンターが、自己診断ルーチン、若しくはステ
ータス／エラーコード又はオペレーティング・ステータスの履歴、構成情報、又は消費者
向けデバイスが不具合になったときに生じたダンプのような診断に有用な情報の選択的取
り出しをトリガすることを含んでもよい。これはまた、新しいファームウェア、修正され
た構成データ、又はリセットコマンドのような情報をサポートセンターから消費者向けデ
バイスに送信することを含んでもよい。通信又は診断セッションステータス情報のストリ
ームは、随意的に、ディスプレイを伴うパーソナルコンピュータ、テレビ、又は他のデバ
イス上で監視するためにユーザに対して表示され又は要約されてもよい。ヒューマンサポ
ートエージェントが関係することになる前であっても、自動サポートプロトコルは、随意
的に、消費者向けデバイスとサポートセンター診断との間の通信にユーザを関与させるの
に用いることができる可能性がある。システムは、対話型診断に関与することのユーザの
許可を得る、デバイスのユーザ目視観察を得る、ユーザが既に従った手順を識別する、ユ
ーザの連絡先及び／又は登録情報を得る際に、こうしたルーチンタスクを自動化すること
ができる可能性がある。これらの例に限らず、幅広い情報収集及び診断を自動化すること
ができる可能性がある。
【００３５】
　最も簡単なコンシェルジュデバイスは、ディスプレイをもたない、又は最小限のモノク
ロディスプレイを含む。これは、マイクロフォン、スピーカ、１から少数の機能ボタン又
は入力センサ、メモリ、及び少なくとも１つの無線トランシーバだけを有する必要がある
。簡単なコンシェルジュデバイスは、音声通信、及び随意的にピクチャをトランスコード
することをブリッジに依拠することができる可能性がある。これはまた、サポートコール
中にサポートセンターとの通信を維持することをブリッジに依拠する。作動時に、簡単な
コンシェルジュデバイスが消費者向けデバイスと関連付けられ、次いで、ユーザが関連付
けられた消費者向けデバイスに関するサポートコールを単一アクションで開始する。例え
ば、ユーザは、サポートボタンを押す、若しくはコンシェルジュデバイス又はブリッジが
解釈することになるコマンドを出すことができる可能性がある。次いで、ユーザはサポー
トコールを進める。
【００３６】
　ブリッジは、インターネット又はプライベートネットワークと直接通信することができ
、若しくはルータ、ブリッジ、又は他のネットワークデバイスを通じて結びつけられても
よい。ブリッジは、ケーブル及びＤＳＬモデムの間で見られるようなルータ機能及び／又
はモデム機能を含んでもよい。好ましくは、ホームマネージメントブリッジの不具合は、
インターネット又はプライベートネットワークへの接続に干渉しないであろう。
【００３７】
　コンシェルジュデバイスは、その最も簡単な構成であっても、複数のデバイス及び／又
は複数のブランドのデバイスをサポートすることができる。開示された機能及び代替的な
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プロトコルを考えると、コンシェルジュデバイスのほぼあらゆる構成は、１つの製造業者
からのＴＶ、別の製造業者からのＤＶＲ、及び第３の製造業者からの洗濯機と共に用いる
ことができる可能性がある。１つの例外は、単一のデバイス又は単一の製造業者にわざと
限定される、デバイスと共に出荷される不具構成である可能性がある。
【００３８】
　　［コンシェルジュデバイスと消費者向けデバイスの関連付け（リンク付け）］
　サポートコールのために簡単なコンシェルジュデバイスを特定の消費者向けデバイスと
関連付ける種々のオプションが存在する。１つの関連付けモデルは、消費者向け機器又は
電子装置と簡単なコンシェルジュデバイスがペア化モードにおかれ、ペアにされる、おな
じみのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ペア化モデルである。情報は、ペア化中に又はペ
ア化後に消費者向けデバイスからコンシェルジュデバイスに伝送される。別のオプション
は、インホームブリッジが消費者向けデバイスを発見すること又はコンシェルジュデバイ
スが消費者向けデバイスのいずれかとペアになる必要なしにブリッジとペアになることに
関する。幾つかの実装では、消費者は、多様なデバイスと繰り返しペアになることよりも
ブリッジと一度だけペアになることがより便利であることに気づくであろう。ただ１つの
ブリッジとのペア化は、すべてのサイズ、形状、及び製造元のデバイスとのペア化から必
然的に得られるであろうペア化プロトコルのそれぞれの僅かな違いを認識することから消
費者を救うであろう。
【００３９】
　消費者向けデバイスによってコンシェルジュデバイス又はブリッジに提供される情報は
、シリアルナンバーと同じくらい簡単なものであってもよく、又はこれは、デバイス製造
業者及びモデルナンバーを識別するさらなる情報を含んでもよい。代替的な識別子は、グ
ローバル一意ユーザ識別子（ＧＵＩＤ）又は製造業者又は業界団体（ｔｒａｄｅ　ｇｒｏ
ｕｐ）に一意のような範囲内の一意の識別子であってもよい。随意的に、これは、正確な
モデルナンバーがサポートデータベースの中にない場合であっても適切なサポートスタッ
フに到達できるように、デバイスカテゴリ及び／又はファミリーを識別してもよい。消費
者向けデバイスは、製造業者及びモデルを識別することへの代替として、サポートセンタ
ーを識別する又はその参照を可能にする付加的なパラメータを伴って又は伴わずに、ユニ
バーサル・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）のような一意のリソース識別子（ＵＲＩ）を組
み込んでいてもよい。制御及び／又は制御可能デバイスコンポーネントのプリインストー
ル・インベントリは、バーコード又は同様のラベルを読み取るカメラ又はバーコードリー
ダを用いて達成することができる。又は、タグを読み取るためにＲＦＩＤリーダを用いる
ことができる。随意的に、デバイスのコミッショニング又はオンボーディングの負担を軽
くするためにデジタルフロアプランを用いることができる可能性がある。
【００４０】
　別の関連付けモデルは、コンシェルジュデバイスをサポートを必要とする特定の消費者
向けデバイスと関連付けるためにホームマネージメントブリッジを用いる。ホームマネー
ジメントブリッジは、１つ又は複数の消費者向けデバイスを少なくとも１つのサポートセ
ンターに登録するのに用いることができる。ブリッジと簡単なコンシェルジュデバイスは
、ペアにされ又は少なくとも通信する状態で結合される。ユーザは、サービスを必要とす
る特定の消費者向けデバイスを選択するためにブリッジと対話する。次いで、コンシェル
ジュデバイス又はブリッジでの単一アクションがサポートコールを開始する。コンシェル
ジュデバイスは、上述のサポートレベルのうちの１つでサポートセッションに参加する。
【００４１】
　第３の関連付けモデルは、ホームマネージメントブリッジ又はコンシェルジュデバイス
のいずれかによる特定の消費者向けデバイスとの直接通信を必要とせずに、コンシェルジ
ュデバイスに消費者向けデバイス情報をプログラムする。例えば、コンシェルジュデバイ
スは、工場で事前にプログラムすることができる。又はこれは、ブリッジ、又はディスプ
レイを伴うあらゆるパーソナルコンピュータ、テレビ、又は他のデバイスを用いてプログ
ラムすることができる。例えばこれは、配線ＵＳＢ接続又は無線Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続
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を用いて、消費者向けデバイス情報をコンシェルジュデバイスにロードする小さなアプリ
ケーションを走らせるパーソナルコンピュータ、テレビ、又はＤＶＤプレーヤに結合する
ことができる可能性がある。
【００４２】
　もちろん、本開示の教示と一致したままで、他の関連付けモデルを用いることができる
可能性がある。
【００４３】
　　［サポートセッション実装の例］
　サポートセッションの初めに、ブリッジは、サポートセンターに少なくとも消費者向け
デバイス情報、好ましくはユーザ識別情報を送信する。ユーザ識別情報は、コンシェルジ
ュデバイス、ホームマネージメントブリッジ、又は消費者のグローバル一意識別子（ＧＵ
ＩＤ）と同じくらい簡単なものとすることができる。コンシェルジュデバイス及びホーム
マネージメントブリッジに関して、ＭＡＣアドレスがＧＵＩＤとして役立つ可能性がある
。このＧＵＩＤは、サポートコールの前にサポートセンターに登録されてもよく、又は登
録情報はサポートコール中に収集されてもよい。好ましくは、ユーザ名がＧＵＩＤと関連
付けられるであろう。ユーザ識別情報は、世帯関連、個人関連、又はこの両方であっても
よい。世帯又は個人のいずれも、１つよりも多いコンシェルジュデバイスを有することが
できる。消費者向けデバイス又は複数の消費者向けデバイスについての情報は、ＧＵＩＤ
で暗黙に定義されてもよい。随意的に、ＧＵＩＤ、特定の消費者向けデバイス識別子、又
はＧＵＩＤと消費者向けデバイス識別子との組合せを、契約サポート又は延長サポートの
ようなプレミアムサポートレベルと関連付けることができる。プレミアムサポートの関連
付けは、サポートコールに、より短い待ちキュー又は異なるサポート員のような特別な扱
いをする資格を与える。
【００４４】
　ディスプレイを装備したコンシェルジュデバイスは、簡単なコンシェルジュデバイスに
ディスプレイを付加したものである。ディスプレイを装備したコンシェルジュデバイスは
、ナビゲーション制御又はタッチセンシティブスクリーンを有することができる。これは
、ボタンと共に又は画面上に実装されるキーボードを有することができる。ディスプレイ
を装備したコンシェルジュデバイスは、パーソナルコンピュータテレビの関与なしにブリ
ッジ及びサポートセンターと対話することができる。ディスプレイを装備したコンシェル
ジュデバイスは、消費者向けデバイスをサポートセンターに登録する又はサポートコール
の初めに有用となるであろう情報を入力するのに用いることができる。これはまた、サポ
ート員が電話に出る前に、サポートセッションの初めに診断質問に答えるのに用いること
ができる。診断質問は、サポートセンターに供給される消費者向けデバイス情報に依存す
るものであってもよい。
【００４５】
　ディスプレイを装備したコンシェルジュデバイスは、音声通信、及び随意的にピクチャ
をトランスコードすること、及びサポートセンターとの通信を維持することを含むサービ
スを、ホームマネージメントブリッジに依拠することができる。
【００４６】
　別のハードウェア構成は、統合型ブリッジを伴うコンシェルジュデバイスを含む。例え
ば、コンシェルジュデバイスは、コンシェルジュアプリケーションを走らせるスマートフ
ォンであってもよい。無線通信を含むアンドロイドフォン、ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄ、又
は他のポータブルデバイスを消費者が既に所有している場合、コンシェルジュアプリケー
ションは、コンシェルジュデバイスの低コスト実装である可能性がある。上述のサービス
レベル及び関連付けモデルは、統合型ブリッジを伴うコンシェルジュデバイスに依然とし
て当てはまる。
【００４７】
　さらに別の構成では、コンシェルジュデバイスは、冷蔵庫のドア上でのインターネット
サーフィンに適したスピーカ及びマイクロフォンが大型家電に内蔵されるという意味で、
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消費者向けデバイスに内蔵される。この構成では、ブリッジは、大型家電に内蔵すること
ができる可能性があり（統合型ブリッジ）、又はこれは、大型家電に無線で又は電源供給
ライン接続によって結合される分離したデバイスとすることができる可能性がある。
【００４８】
　ホームマネージメントブリッジはまた、音声通信、及びさらなるオプションとしてピク
チャを随意的にトランスコードする。ブリッジは、サポートコール中にサポートセンター
との通信を確立し及び維持する。これは、サポートセンター識別情報、及び随意的に、上
記で識別された４つのサービスレベル又はこれらのサービスレベルに対する変形と一致す
る診断情報をデータストリームの中に含む。
【００４９】
　［図面の説明］
　図１は、Ｃｌｏｕｄ　Ｒｅｍｏｔｅ（商標）と表記されたコンシェルジュデバイス、ホ
ームマネージメントブリッジ、家の中の種々の消費者向けデバイス、及びネットワークに
よって家に接続されるサービス配信プラットフォームを含む高レベル概念図である。サー
ビス配信プラットフォームは、ナビゲーション、通信、個人設定セキュリティ、検索及び
広告表示、デジタル権利管理、ゲーム及び仮想娯楽、データアクセス及びアップロード、
並びにプレイスシフトのような機能を提供することができる。サービス配信プラットフォ
ームはクラウドベースのマネージメントサーバを提供する。この図にはかなりの機能のリ
ストが存在するが、開示された技術を通じて消費者向けデバイスをネットワークを介して
アクセス可能なサービスに接続することで、多くの付加的な機能を供給することができる
可能性がある。
【００５０】
　コンシェルジュデバイスは、図２に描かれるように種々のフォームファクタをとっても
よい。図２では、左から右に、１つ又は複数の機能ボタン、スピーカ、及びマイクロフォ
ンを含むワンドが見える。音声によるアクティブ化があれば、マイクロフォン及びスピー
カを優先して、ボタンでさえも除去されてもよい可能性がある。デバイスは、ボタンによ
るアクティブ化の代わりに、加速度計、傾斜計、コンパス、又はジャイロスコープのよう
な動き又は方位の電子又はＭＥＭＳセンサを用いる動きの感知でオンにすることができる
可能性がある。中央にあるのは、親指キーボード及びナビゲーション制御を伴う簡単なコ
ンシェルジュデバイスである。右にあるのは、タッチスクリーンを伴うコンシェルジュデ
バイスである。コンシェルジュデバイスは、これらのフォームファクタのうちのいずれか
をとることができる。本開示で説明されるシナリオのうちの幾つかは、コンシェルジュデ
バイスのフォームファクタがディスプレイを含むか否かに応じて変化する。
【００５１】
　図３は、電話と、コンシェルジュデバイスを用いて選択されてもよい可能性がある機能
としてのサポートサービスとを描いている。コンシェルジュデバイス上の専用ボタンは、
サポートコールを選択してもよく、又はコンシェルジュデバイス上のナビゲーションキー
は、シングルクリックでサポートコール又はセッションを開始するのに用いられてもよい
であろう。
【００５２】
　図４～図８は、統合型又は独立型のいずれかのコンシェルジュデバイス及びブリッジの
構成を示す。図５及び図６は、ディスプレイのないコンシェルジュデバイスを用いるシナ
リオを描いている。これらのシナリオでは、ＡＶＲ自動トラブルシューティングを上述の
モードのいずれかで利用可能にすることができる可能性がある。図５では、コンシェルジ
ュデバイスは、ＴＶ、照明、冷蔵庫、又は洗濯機のような消費者向けデバイスのうちの１
つと直接関連付ける、又はブリッジを通じて消費者向けデバイスに結合することができる
。コンピュータ、ＴＶ、又は他のモニタは、コンシェルジュデバイスを用いて行われるア
クション又はコンシェルジュデバイスの構成を確認するのに用いることができる。これら
のモニタのうちのいずれかを、上述のように視覚ベースの自動トラブルシューティングの
ために用いることができる。代替的に、コンシェルジュデバイスとホームマネージメント
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ブリッジとの間で口頭コマンド及び確認を交換することができる可能性がある。要求に対
して、ブリッジは、コンシェルジュデバイスをハンドセットとして用いて電話通話を開始
することができる。このサポートセッションは、典型的に、ＶｏＩＰを介してインターネ
ットを通じてサポートサーバで取り扱われるであろう。代替的に、コンシェルジュデバイ
スと通信する状態で結合されるクラウドベースのマネージメントサーバを電話通話を開始
するのに用いることができる可能性がある。
【００５３】
　随意的に、コンシェルジュデバイスは、５１１を介して内蔵された又は分離したアクセ
スポイントを通じて若しくはインホームネットワークを通じてインホームブリッジと通信
してもよい。コンシェルジュデバイスは、そのメッセージを他のデバイスにリレーするこ
と又はそのメッセージを直接処理することをインホームブリッジに依拠することができる
。このシナリオでは、ホームマネージメントブリッジは、コンシェルジュデバイスと消費
者向けデバイスとの間の通信を取り扱う。幾つかの実装では、ホームマネージメントブリ
ッジはまた、無線スイッチ（ＳＷ）のようなホーム制御デバイスからＴＶ、照明、冷蔵庫
、又は洗濯機のような制御可能デバイスに信号を転送する。こうしたホーム制御デバイス
の機能は、図７～図８のように特にデバイスがディスプレイを有するときにコンシェルジ
ュデバイス上で再現されてもよい。
【００５４】
　図６では、ブリッジは、テレビに内蔵される。テレビに含まれる機能を考えると、本開
示で説明されるブリッジは、ＴＶに容易に組み込むことができる可能性がある。多くのＴ
Ｖは、すでにインターネットを通じてサーバと通信することができる。代替的に、ブリッ
ジは、コンシェルジュデバイス及びコンシェルジュデバイスによってとられているアクシ
ョンを確認するために単にモニタとして用いられるＴＶに内蔵することができる可能性が
ある。
【００５５】
　図７は、分離した及び別個の物理的デバイスであるホームマネージメントブリッジと共
に使用されている、ディスプレイを含むコンシェルジュデバイスを描いている。このコン
シェルジュデバイスはディスプレイを含むので、とられているアクションを確認するため
にパーソナルコンピュータ又はテレビを用いることは不要である。随意的に、コンシェル
ジュデバイスは、７１１を介して内蔵された又は分離したアクセスポイントを通じてイン
ホームブリッジと通信し、そのメッセージを他のデバイスにリレーすること又はそのメッ
セージを直接処理することをインホームブリッジに依拠してもよい。
【００５６】
　図８は、統合型ブリッジ及びディスプレイと共にコンシェルジュデバイスを描いている
。この図では、タッチスクリーンデバイスが描かれている。コンシェルジュデバイスは、
この構成ではスマートフォン、タブレット、又は同様のデバイス上で走るアプリケーショ
ンとして実装されてもよい。
【００５７】
　図４は、冷蔵庫又は他の大型家電に内蔵されるコンシェルジュデバイスを描いている。
この例証では、ブリッジは、冷蔵庫並びにコンシェルジュデバイスに内蔵されるであろう
。代替的に、図５～図６で描かれるように、ブリッジは、独立型デバイスとすることがで
きる可能性があり、若しくはＴＶ又はＡ／Ｖ受信機、ＤＶＤ、ケーブル又は衛星ボックス
のようなＴＶの信号源に内蔵することができる可能性がある。
【００５８】
　図９は、本開示と一致する方法のフローチャートである。左の列は一連のアクションで
ある。第１に、コンシェルジュデバイスは、消費者向けデバイスと関連付けられる。この
関連付けを取り扱う幾つかの方法がこの文書の本文及び請求項で説明される。コンシェル
ジュデバイスを用いる単一アクションが、以下のサポートアクティビティを開始する。単
一アクションは、ボタンを押すこと、パッドのシングル又はダブルタップ、デバイスを振
ること、又は話した言葉（単数又は複数）とすることができる可能性がある。単一アクシ
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ョンに応答して、コンシェルジュデバイスは、メッセージをブリッジに送信することにな
る。ブリッジは、サポートコールで用いられる消費者向けデバイス情報をバッファし、次
いで、単一アクションに応答してコールを開始する。ブリッジは、コールを支援してサポ
ートセンターに情報を送信する。情報は、自動応答ツリー及びメニューをバイパスしてユ
ーザ体験を個人的なものにするのに用いられてもよい。情報は、随意的に、上述のように
自動トラブルシューティングを提供する又は開始するのに用いられてもよい。ブリッジは
また、トラブルシューティングの助けとして消費者向けデバイスのステータス情報を送信
してもよく、又は幾つかの場合には、サポートサーバとサポートされる消費者向けデバイ
スとの間の診断セッションでさえも橋渡しする。図９の右の列では、消費者向け電子装置
情報をブリッジにバッファすることができる代替的な方法が見られる。これはコンシェル
ジュデバイスを介して伝送することができる可能性がある。ブリッジは、消費者向けデバ
イスと直接通信することができる可能性がある。又は、消費者向けデバイス情報は、キー
ボード又は音声認識のようなあらゆる一般データ入力方法を用いて入力することができる
可能性がある。随意的に、コンシェルジュデバイスは、９１１を介して内蔵された又は分
離したアクセスポイントを通じてインホームブリッジと通信し、そのメッセージを他のデ
バイスに通信リレーすること又はそのメッセージを直接処理することをインホームブリッ
ジに依拠してもよい。
【００５９】
　図１７は、ユーザのための自動対話をサポートすることを追加した高レベル図である。
図９を基にして、この図は、該当する自動対話を生成し又は選択するためにサポートに送
信された情報を用いることを例証する。例えば、システムは、トラブルシューティングの
手がかり及び指示を表示するための文書をユーザに送信する。幾人かのユーザはサポート
員と話すことより、ガイド付きトラブルシューティングを好む可能性があるので、対話は
随意的なものであってもよい。又は、自動化されたプロトコルは、頻繁に直面される問題
に対処する必要な事前準備であってもよい。自動又はガイド付きトラブルシューティング
のさらなる代替モードが上記で与えられる。随意的に、コンシェルジュデバイスは、１７
１１を介して内蔵された又は分離したアクセスポイントを通じてインホームブリッジと通
信し、そのメッセージを他のデバイスに通信リレーすること又はそのメッセージを直接処
理することをインホームブリッジに依拠してもよい。
【００６０】
　図１８は、自動対話の一部として供給されてもよい情報のサンプルを表わす。例えば、
マニュアル、データシート、部品リスト、及び特徴ガイドのような種々のドキュメンテー
ションを入手することができる。電力のチェック及びデバイスの再起動のようなステップ
をカバーするためにサポート事前チェックリストを提供することができる。サポートは、
ユーザからの一般質問に応答して提供することができる。代替的に、サポートは、診断さ
れた障害に関して提供することができる。これらの障害は、ステータス又は構成データで
報告され、又はステータス及び構成データを用いて診断されてもよい。消費者向けデバイ
スから入手可能なデータは、調査に焦点をあてるためにユーザ応答と組み合わせることが
できる。関心ある人々のためのセルフヘルプガイダンスを提供することができる。
【００６１】
　図１０～図１５は、ディスプレイを含むコンシェルジュデバイスに関する例示的な画面
である。図１０Ａでは、サポートコールを開始するためにコンシェルジュサービスを呼び
出すことを含む選択肢がユーザに提示される。ライブＴＶ又はＩＰ　ＴＶを見ること、家
庭内の消費者向けデバイスを制御すること、ＶｏＩＰコールを開始すること、ゲームをプ
レイすること、又はサポートセッションを開始するためにコンシェルジュサービスを呼び
出すことの選択肢がユーザに提示される。
【００６２】
　図１０Ｂは、ライブＴＶからのＴＶチャンネルの選択肢を描いている。カスタマイズで
きるボタンを提供することができ、ユーザのお気に入りチャンネルが特集される。
【００６３】
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　図１１Ａ～図１１Ｂは、ビデオ電話通話を描いている。図１１Ａは、通話を開始するの
に用いられる連絡先リストの例である。図１１Ｂは、進行中のビデオ電話通話の例である
。
【００６４】
　図１２Ａは、バイオメトリックデータを用いるユーザ認証の例を示す。この例では、認
証のための指紋の使用が例証される。声紋又は顔認識もまた、多くの形態の呼掛け及び応
答をすることができるので、コンシェルジュデバイス上で実施することができる。
【００６５】
　図１２Ｂは、新しいホーム制御デバイスであるスイッチがオンボーディングに利用可能
であるというアラートの例を示す。ホームマネージメントブリッジは、オンボーディング
するための新しいデバイスの利用可能性を監視する。これは新しい信号を継続的に聞くこ
とができ、又は新しいデバイスが追加されることになるときに、リスニングモード、ペア
化モード、又は記載モードにおくことができる。コンシェルジュデバイスはブリッジから
アラートを受信し、視覚キュー、可聴キュー、又は触覚キューによってユーザに知らせる
。
【００６６】
　図１３Ａは、ユーザが新しいスイッチに接続することができるデバイスを提示する例と
なるＧＵＩである。
【００６７】
　図１３Ｂは、制御のためにデバイスを選択するのに用いられる例となるＧＵＩである。
デバイスが選択されるときに、簡単なトグルを越えて制御へのアクセスを提供する別の画
面が現れてもよい。
【００６８】
　図１４Ａは、ユーザがそれからデバイスを選択し、サポートセッションを開始させるこ
とができるＧＵＩの例である。利用可能なコンシェルジュサポートを有するものとして例
証されるデバイスは、ＴＶ、プロジェクタ、ホームシアター、ラジオ、洗濯機、及びオー
ブンを含む。遠隔制御のためにデバイスを識別することと同じくらい簡単に、コンシェル
ジュパネルは、ユーザがデバイスを選択できるようにし、サポート電話通話を開始させる
。コールは、ビデオ通話又は音声のみであってもよい。システムは利用可能な最良の通信
を自動的に選択してもよい。ビデオ通話は、ユーザの方に向けられた正面向きのカメラ、
サービスされているデバイスの方に向けられた背面向きのカメラ、又はこの２つの或る組
み合わせからのピクチャを含んでもよい。サポートセンターから表示される情報は、方向
、探しているものの写真、又はサポート員であってもよい。他の図で例証されるように、
ヒューマンサポートエージェントとの対話は、随意的にサポートセッションの初めに受信
したクエリへの消費者向けデバイスによる診断応答と共に、自動サポートプロトコルによ
って先導されてもよい。
【００６９】
　図１４Ｂは、ヒューマンエージェントとの接続に先立つサポートセッションでユーザに
提示される提案される対処の例である。セッションの例はテレビに関係する。ステータス
情報、及び随意的に、クエリへの診断応答が、デジタル形式でサポートセッションに提供
されている。ユーザの問題の可能な解決策を提案するために、自動サポートプロトコルが
呼び出されている。解決される問題は、ユーザ、サポートサーバ、又はこの両方によって
提案されてもよい。例えば、この例では、ユーザは、ビデオ解像度の問題だけを述べた可
能性がある。類似のオーディオ分解能の問題を検出すると、提案された対処は、ユーザが
提示した第１の問題から別の関連した問題に拡張することができる。ユーザは、「コール
開始」ボタンを押すことによってヒューマンエージェントとの交信に前進する選択肢を有
する。
【００７０】
　図１５は、ヒューマンサポートエージェントとのビデオ通話を描いている。
【００７１】
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　図１６は、サポートセンターに有用である可能性がある情報のタイプを描いている。家
の中に、デバイス１～Ｎが存在する可能性がある。制御１～Ｎは、家の中の個々のデバイ
ス又は人に対応してもよい。それらは、ブリッジを通じて又は直接インターネットにリン
クされてもよい。コンシェルジュデバイスに関するフォームファクタは、図２でのフォー
ムファクタのいずれかを含んでもよく、又は大型家電に、若しくはタブレット又はスマー
トフォンのようなスマートデバイス上で走るアプリケーションとして内蔵されてもよい。
代替的に、プログラム可能フェースプレート又はリモートを、スイッチボックス上に設置
する、充電器に置く、又は壁に表面実装することができる可能性がある。特に充電器から
持ち運び可能であってもよい。このリモートのスクリーンセーバは、調光機制御とするこ
とができる可能性がある。ホームコンピュータをリモートデバイスとして用いることがで
きる可能性があるが、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ又はＺｉｇｂｅｅ（登録商標）を介する通信の
範囲は、据え置き型コンピュータと消費者向けデバイスとの間で達成するのがより難しい
場合がある。
【００７２】
　左の列では、あらゆる数の人が、消費者向け電子装置及びコンシェルジュデバイスと同
じ世帯にいる可能性がある。
【００７３】
　より一般には、サポートサービスは、複数の世帯を取り扱う必要がある。サービス目的
で関心がもたれる可能性がある消費者向け電子装置情報は、デバイスを販売した会社、デ
バイスの製造業者、又はサポートされる産業を含む。個々のデバイスに関しては、デバイ
スを発送した卸売店及びデバイスカテゴリ、同様に、これを販売した小売店、及びデバイ
スを製造した製作施設又は契約製造業者のいずれかに関心がもたれる可能性がある。フル
実装では、インターネット又は所謂クラウドを介してアクセスされるサポートセンターで
ホストされる解析は、直面している問題をサポートスタッフが迅速に診断する一助となる
。これらの解析は、デバイス製造に関する情報を利用してもよいが、消費者が供給できる
情報の域を越えている。世帯からブリッジ及びネットワークを通じたサポートセンターへ
の情報の信頼できる伝送が与えられると、サービスが顕著に改善されることが予想される
。
【００７４】
　［問題と解決策］
　開示された技術は種々の問題に対処するのに有用である。例えば、家の中の様々な消費
者向けデバイス（ＣＡ及びＣＥデバイス）にユーザ中心の多目的インターフェースを提供
する問題は、それらの利用可能性及び選択された構成に応じてホームマネージメントブリ
ッジ及び／又はクラウドベースのマネージメントサーバに重複して又は代替的に依拠する
ハンドヘルドコンシェルジュデバイス（遠隔制御）を用いて対処することができる。この
コンシェルジュデバイスは、クラウドベースのマネージメントサーバと共同して機能する
ホームマネージメントブリッジに入力を送信し、且つ管理された消費者向けデバイスとな
るように家の中のデバイスを登録することをこれに依拠する。これは、管理された消費者
向けデバイスの制御に関して最新となるように検証された動的に供給されるメニューを受
け取る。これらのメニューは、バグに対処するため又はデバイス機能が更新される際のい
ずれかに時々更新されてもよい。これは、動的に供給されるメニューを用いる消費者向け
デバイスのための遠隔制御として作用することができる。幾つかの実装では、これは、マ
ルチメディアを遠隔制御によって用いられるフォーマットにトランスコードすることをホ
ームマネージメントブリッジ又はクラウドベースのマネージメントサーバに依拠する。
【００７５】
　ユーザのテクニカルサポートへの効率のよい接続を提供することの別の問題は、最小限
の処理電力、マイクロフォン、スピーカ、１から少数の機能ボタン、及び無線トランシー
バを伴う低コストのコンシェルジュデバイスを用いる開示された技術によって、及びコン
シェルジュデバイスと消費者向けデバイスをペア化し、サービスセンターへのコールを開
始するために機能ボタンのうちの１つを押し、１）消費者向けデバイス及びサービスセン
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ターへのあらゆる現在のステータスコードを識別する、及び２）コンシェルジュデバイス
とブリッジとの間の音声通信をＶｏＩＰに変換し、ＶｏＩＰ通信をサービスセンターにリ
レーするためにブリッジにおけるリソースを用いることによって、解決することができる
。
【００７６】
　１つのオプションは、ブリッジに世帯情報を設定し、消費者向けデバイスをブリッジに
記載した後で、消費者向けデバイスがブリッジと通信することに関する。ブリッジは、特
定の消費者向けデバイス及びペア化プロトコルへの無線又は電源供給ライン接続を伴うコ
ンピュータ又はＴＶとすることができる可能性がある。無線接続は、直接的なもの、又は
Ｚｉｇｂｅｅ、Ｚｗａｖｅ、Ｌｕｔｒｏｎ　ＣｌｅａｒＣｏｎｎｅｃｔ（商標）、又はｅ
ｎＯｃｅａｎのような通信プロトコルに従うメッシュを介するものとすることができる可
能性がある。無線接続は、ＷｉＦｉ、３Ｇ、ＢＴ、ＤＥＣＴ、Ｚｗａｖｅ、Ｚｉｇｂｅｅ
、又は低コストの事実上あらゆるＲＦであってもよい。区別化プロトコルは、ディスプレ
イからの特定の消費者向けデバイスの選択を受け付け、ペア化を確認するために特定の消
費者向けデバイスの１つ又は複数の設定を調節することをユーザに教える、ディスプレイ
上で識別される消費者向けデバイスのキャッシュ又はネットワーク接続からのグラフィッ
ク描写である、可視の消費者向けデバイスのプロミスキャス識別に関係することができる
可能性がある。
【００７７】
　ホームネットワークにランプをオンボーディングし、ランプを制御するためにコンシェ
ルジュデバイスを用いる以下の例を考える。インホームゲートウェイは、新しいランプを
検出し、Ｃｌｏｕｄ　Ｒｅｍｏｔｅ（商標）と通信し、結果的に「新しく接続されたデバ
イス「ランプ」を検出しました。デバイスを受け付けるために「確認（Ｃｏｎｆｉｒｍ）
」と言って音声認証してください」のようなアラートを生じる。ユーザは「確認」と言う
。登録後に、コンシェルジュデバイス上に簡単なメニュー画面がロードされ、登録は随意
的に音声認証による認証を含んでもよい。随意的に、ランプのセットアップのためのデフ
ォルト又はカスタムセットアップ画面が幾つかのパラメータと共に現れる。ユーザは、こ
の画面上の「デフォルトを受け付けました（Ｄｅｆａｕｌｔｓ　Ａｃｃｅｐｔｅｄ）」を
押す。もちろん、幾つかのデバイスは、登録を越えるユーザセットアップが必要とされな
いように、とてもシンプルであってもよい。その後の「デバイス」のメニューは、いま登
録したランプを含む。ユーザはこの画面からランプをオン及びオフにすることができる。
ユーザはまた、スイッチをオンボードし、該スイッチをランプの制御専用にすることがで
きる。次いで、ユーザは、ランプを制御するのにスイッチ又はコンシェルジュデバイスの
いずれかを用いることができる。
【００７８】
　ブリッジは、代替的に、ディスプレイを提供するコンピュータ又はＴＶからアクセスさ
れるウェブサーバを伴うネットワーク機器とすることができる可能性がある。ブリッジは
、特定の消費者向けデバイスへの無線又は電源供給ライン接続と、世帯で見えるが外にあ
る消費者向けデバイスから世帯の中の消費者向けデバイスを区別するペア化プロトコルを
有する。区別化プロトコルは、ディスプレイ上で識別される消費者向けデバイスのキャッ
シュ又はネットワーク接続からのグラフィック描写に役立ち、ディスプレイからの特定の
消費者向けデバイスの選択を受け付け、及びペア化を確認するために特定の消費者向けデ
バイスの１つ又は複数の設定を調節することをユーザに教える、可視の消費者向けデバイ
スのプロミスキャス識別に関係することができる可能性がある。インストールは、ホーム
マネージメントブリッジに結合されているデバイス上のバーコードを読み取ることを随意
的に含む。
【００７９】
　別のオプションは、コンシェルジュデバイスがペアにされた消費者向けデバイスとペア
にされたブリッジとの両方と通信し、消費者向けデバイスからブリッジに情報をリレーす
ることに関する。
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【００８０】
　消費者向けデバイスからブリッジにリレーされる情報は、互いに又は少なくともブリッ
ジとペアにされているコンシェルジュデバイスに基づいて、消費者向けデバイスとブリッ
ジをペアにすることを可能にするペア化情報とすることができる可能性がある。
【００８１】
　代替的に、ブリッジは、コンシェルジュデバイスとのペア化のためのＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈアダプタ及びデバイスペア化プロトコルを伴うコンピュータとすることができる可能性
がある。コンピュータは、ブリッジに世帯情報を設定し、ペア化を管理するためにコンシ
ェルジュデバイスを用いてブリッジに特定の消費者向けデバイスを記載することができる
可能性がある。又は、ブリッジは、冷蔵庫又は他の大型家電の中に収容することができる
可能性がある。幾つかの冷蔵庫は、現在、ディスプレイ、さらにはＷｉｎｄｏｗｓ（登録
商標）ベースのオペレーティングシステムを含む。同様に、Ａ／Ｖ受信機及びＤＶＤプレ
ーヤは、ブリッジアプリケーション、及び随意的にデジタルコンシェルジュアプリケーシ
ョンが利用できる可能性がある実質的なリソースを含む。
【００８２】
　コンシェルジュデバイスは、ユーザがサービスセンターに消費者向けデバイスに伴う問
題を示すことを可能にするカメラをさらに含むことができる可能性がある。ブリッジは、
インストラクション画像をコンシェルジュデバイス上のディスプレイにリレーさせること
ができる可能性がある。
【００８３】
　［サンプルサポートダイアログ］
　　［ＴＶに伴う問題］
　１）ピクチャの解像度－このダイアログでは、システム構成情報が、サポート員による
使用のために消費者向けデバイスからサポートセンターにリレーされている。情報は、サ
ポートコールが開始されるときに、コールが始まった後で、又はさらには、開示されたセ
ットアップの後で情報が消費者向けデバイスによってサポートセンターに前もって送信さ
れた場合にはコールの前にリレーされてもよい。しかしながら、情報は、サポートセンタ
ーにリレーされ、これはユーザが構成パラメータを口頭で述べる又は印刷する及びｆａｘ
する必要なしにサポートコールで利用可能である。セッション中に、サポートスタッフは
、デバイス上の設定を遠隔的に再構成する。実際には、ダイアログは、サポートスタッフ
に設定を調節する許可を与えるために、口頭で認める許可のような付加的な許可ステップ
、若しくはコンシェルジュデバイス又は消費者向けデバイスの制御を用いてアクションを
とることを必要とする可能性がある。ダイアログのユーザ部分及びサポート部分が以下で
例証される。
　ユーザ：画面上のピクチャの角が見えないんです。ピクチャがトリミングされているよ
うに見えます。
　サポート：お客様のテレビは１０８０Ｐ　ＨＤ解像度をサポートしていますが、その解
像度が４８０ｉビデオレターボックスモードに設定されているようです。今、私の方では
お客様の受信機を通じて画面に接続されたデバイスとしてお客様のセットトップボックス
、ブルーレイプレーヤ、ゲームボックスが見えておりまして、今、解像度を、それらを操
作するときの１０８０Ｐフルスクリーンモードに設定されるように調節いたしました。今
、お客様の画面上でフルテストパターンが見えますでしょうか？
　ユーザ：ああ、ありがとう！問題が今解決されたみたいです。
【００８４】
　２）オーディオ忠実度－このダイアログでは、サポートスタッフは、ユーザの問題を解
決するために構成情報及び遠隔構成調節を再び使用する。
　ユーザ：私のサラウンドサウンドシステムでリアスピーカーからの音を全く聞くことが
できないんです。
　サポート：お客様の受信機の音声はドルビー２．１モードに設定されているようです。
今私はそれをドルビー５．１に変更します。お客様は今リアスピーカーからの音声を確認
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できますでしょうか？
　ユーザ：ああ、ありがとう！問題が今解決されたみたいです。
【００８５】
　３）ダウンロードの問題－このダイアログでは、世帯又はユーザの識別により、非常に
情報のあるエラー・メッセージが生成されなかった問題をサポート員が見つけ出すことが
できる。
　ユーザ：私はどのムービーもダウンロードすることができていないようです。私を助け
てもらえますか？
　サポート：承知いたしました。私の方のログには、お客様の世帯へのインターネット接
続はなされていることと、この２週間常時接続していることが示されています。ですが、
私の方にはお客様の申請されたプライマリクレジットカードの有効期限が切れていること
が示されています。今、その情報を更新いたしましょうか？私の方で数字５２０２で終わ
るカードを有効なクレジットカードとしてリンクすることができます。それでよろしいで
しょうか？
　ユーザ：はい、ありがとうございます。
　サポート：お客様はこの時点でどのムービーもダウンロードすることができるはずです
。
　ユーザ：ありがとうございました！
【００８６】
　４）ゲームボックス接続及び制御－このダイアログでは問題解決のために複数のデバイ
スからの情報が用いられる。ブリッジは、ゲームボックスだけでなくサポートセンターに
情報を転送するように構成されている。この情報は、上述のように又は診断セッション中
に、ブリッジと共に機能するようにテレビの構成後に転送されてもよい。さらに、状態情
報をゲームボックスだけではなくさらに多くのものによって転送させるために許可ダイア
ログが必要とされる場合がある。
　ユーザ：もしもし、私は受信機とテレビにゲームボックスを接続することができていな
いようです。私を助けてもらえますか？
　サポート：はい、承知いたしました。私の方ではお客様のゲームボックスが正しい機能
性を報告していることが示されています。ですが、お客様の受信機はゲームボックスを選
択するときに適切なビデオ入力を選択するように設定されていないようです。そのための
修正処置をとってもよろしいでしょうか？
　ユーザ：はい、お願いします。
　サポート：わかりました。今問題が解決されました。それから、お客様のリモートコン
トロールのプログラミングは、この次のときのために適切な入力設定に設定されています
。
　ユーザ：素晴らしい、ありがとうございました。
【００８７】
　５）ギフト又はクロスセリング－問題解決と組み合わせて、サポートスタッフは、
　ピクチャの問題であれば、オーディオのギフト、
　オーディオの問題であれば、ピクチャのギフト、
　無料映画／予告編のダウンロード、
といったギフトを提供する又は幸せな顧客が買いたい気持ちにさせられるかもしれない商
品又はサービスをクロスセルすることができる。
【００８８】
　６）クーポン：無料の音楽／映画ダウンロードクーポンを引き換えるサポートアシスタ
ンス
　サポート：他にご用件はございますか？
　ユーザ：ああ、はい．．．これはどういう意味なのか教えてもらえますか？ユーザは、
ビデオ画像が見られる遠隔カメラの前にクーポンをかざし、クーポンが認識される。
　サポート：ああ、お客様には新作長編映画「ヘルプ」を無料閲覧できる権利があります
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。クーポンをお使いになりますか？
　ユーザ：もちろんです。
　サポート：他には何かございますか？
　ユーザ：いいえ、ありがとうございました、助けに感謝します。
　サポート：どういたしまして。ＣＣＣをご利用いただきありがとうございます。またの
ご利用をお待ちしております。
　ユーザ：ではありがとうございました！
【００８９】
　７）市場調査：無料映画ダウンロードクーポンつきの調査
　サポート：通話を終える前に、お客様のお時間数分頂いてお客様の最近の消費者向けデ
バイスの購入についての簡単な調査を行わせていただければ、お客様に無料映画ダウンロ
ードクーポンを差し上げたいと思うのですが、ご協力いただけますか？
　ユーザ：はい、もちろんです。
　サポート：私の方では、テレビがお客様の一番最近のご購入であることが示されていま
すが、それは正しいでしょうか？
　ユーザ：はい、正しいです。
　サポート：お客様がそれで最も満足している１つの特徴は何ですか？
　ユーザ：非常に利用しやすい顧客サポート特徴を持っているということです！
　サポート：ありがとうございます。お客様がそれであまり満足していない１つの特徴は
何ですか？
　ユーザ：ファームウェアのアップデートが押し付けがましいところです。それに私が対
処する必要がなかったらいいのに！
　サポート：お客様が次世代デバイス上にあったらいいなと思う１つの特徴は何ですか？
　ユーザ：私が何かしたりアプリケーションをダウンロードしたりする必要のない自動遠
隔制御構成です。
　サポート：どのようにしたら私達はお客様のために私達の製品やサービスを向上させる
ことができるでしょうか？
　ユーザ：私が新しいデバイスを購入するたびに新しいアプリをダウンロードする必要が
なかったらいいのに。あとそれから、私は自分のアプリケーションを管理しようとするこ
とに疲れています．．．これらのデバイスの接続性と知能の程度なら、これはすべてもっ
と簡単であるべきだ。
　サポート：お客様がご購入を計画されている次の消費者向けデバイスは何ですか？
　ユーザ：ブルーレイプレーヤです。
　サポート：ありがとうございました！私どもはお客様の現在のシステムに完璧にマッチ
する弊社の最新型ブルーレイプレーヤ上でお客様にプロモーションビデオを示したいと思
います。お客様は、無料映画のクーポンをお受け取りになれます。
【００９０】
　　［洗濯機に伴う問題］
　１）適切に洗浄しない
　ユーザ：私の洗濯機は機能していますが、最近はもう服の臭いがきれいにとれないんで
す。
　サポート：私の方ではお客様が２０回の洗濯サイクルをクリーンサイクルなしで実行さ
れたことが示されています。複数回の洗浄から残っている細菌がしばらくしますと蓄積さ
れていきます。洗濯が終わった後は洗濯機のドアを開いたままにしておくことをお勧めし
ます。最大の効果を及ぼすためにクリーンサイクル用の薬剤をご使用になることもできま
す。私の方でお客様にサンプルをお送りすることができますし．．．もしお客様がオンラ
インでご注文された場合、こちらに２０％オフのクーポンがございます。
【００９１】
　２）クロスセリング－サポートスタッフは、レフィル、補充品、及び内容物を提供する
ためにサプライ・レベルの情報を以下の例で使用する
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　サポート：お客様の冷蔵庫の水フィルタの交換が必要です。レフィルパックをお送りい
たしましょうか？
　サポート：ＡＣフィルタの交換が必要です。レフィルパックをお送りいたしましょうか
？
　サポート：お客様が最近ご購入されたブルーレイプレーヤ向けの無料プロモーションダ
ウンロードがございます。私の方でお客様のダウンロードの承認をいたしましょうか？ 
【００９２】
　３）上記と同様の無料サンプル洗剤のクーポン
　サポート：他には何かございますか？
　ユーザ：ああ、はい．．．これはどういう意味なのか教えてもらえますか？ユーザは、
ビデオ画像が見られる遠隔カメラの前にクーポンをかざし、クーポンが認識される。
　サポート：ああ、お客様は洗剤と柔軟剤の無料サンプルをお受け取りになる権利があり
ます。それらをお送りいたしましょうか？
　ユーザ：もちろんです。
　サポート：他には何かございますか？
　ユーザ：いいえ、ありがとうございました、助けに感謝します。
【００９３】
　４）上記で例証される場合の市場調査
　［高レベル説明］
　　［コンシェルジュ接続ボタン］
【００９４】
　このボタン又は他の入力センサは、デバイスに関するサービスを要求するためにユーザ
にとって便利な方法を提供する。番号を参照することさえ必要とせずにコンシェルジュデ
バイスを用いてサポートコールがなされるときに、向こう側のサービス員はどこに一番問
題がありそうかに気付くであろう。これは、テキスト、音声、又は映像＋音声に依拠する
ことができる。これは、消費者と消費者向けデバイス製造業者との両方のためを図って便
利になってくるときのゲームチェンジャーである。消費者にとっては、これは、番号を参
照する必要がないことを意味する。問題の本質は、クラウド解析エンジンによって分類整
理されるメインデータベースでは既に明らかである可能性がある。この方式で数時間に及
ぶ時間の無駄を防ぐことができる。サービス員にとっては、これは彼がもはや顧客の問題
の説明に翻弄されないことを意味する。デバイスがクラウドに接続され、如何なる消費者
介入もなしにそのステータス及びあらゆる障害データをクラウドに自動的に報告するとい
う事実は、コールがなされるのとほぼ同時にカスタマーサービス員による問題の診断及び
解決を容易にする。消費者向けデバイス会社にとっては、これは不必要な製品返品を回避
できることを意味する。すべてのデバイスに関するすべての障害の可能性に対してカスタ
マーサービス員を深く教育する必要性が低減される。クラウドコンピューティングリソー
スは、問題を見越して分類整理し、とられるべき適切なアクションをサービス員に自動的
に及び見越して提供することでさえも可能である。コンシェルジュデバイス実装は、シン
・クライアントに限定される必要はない。これは、移動電話、タブレット、及びＰＣ、又
は他の接続されたデバイス上で走るアプリケーションとして提供することができる。
【００９５】
　　［デバイスマネージメント］
　開示されたコンシェルジュデバイスをインターネットに接続することで、クラウドに接
続されたあらゆる他の消費者向けデバイスを取り扱うことが可能となる。本開示のコンシ
ェルジュデバイス及び方法は幾つかの利点を提供する。この技術により、あらゆる消費者
向けデバイスをクラウドと安全に接続することができる。これはクラウドと安全に対話す
ることができる。これはクラウドベースのＵＩ及びデバイスマネージメントを用いること
ができる。開示された技術は、消費者向けデバイスがクラウドに接続され、十分に構成さ
れるとすぐに仮想アプリに対応し、そのプリパッケージされたＵＩは、クラウドで走って
いる及び利用される用意があるその診断／解析パッケージと共に、あらゆるコンシェルジ
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ュデバイスと関連付けられる。時には消費者向けデバイスのためのシン・クライアント又
は仮想アプリと呼ばれるメニューを、コンシェルジュデバイス上に動的に又は小さいキャ
ッシュに実装することができる。こうした軽量の仮想アプリは、ユーザ更新を必要としな
い可能性があるが、更新へのユーザ許可は、随意的にデバイス寿命で又はインストールす
る毎に必要とされる可能性がある。コンシェルジュデバイスに結合された消費者向けデバ
イスは、関連するユーザのプロフィールに基づいて個人的なものにされる用意がある。そ
れらは、関連する付属品を購入する又は関連があるメディアを見ることのいずれかのため
にクラウドで生成された広告に利用される用意がある。
【００９６】
　　［強化されたコンシェルジュデバイス構成］
　製造業者は、単一の集中型サービスに加わること、又は少なくとも単一のコンシェルジ
ュデバイス及びクラウドベースのサービスとの接続に依拠することをこの技術によって奨
励されるであろう。単一のコンシェルジュデバイスは、少なくとも共通の製造業者からの
消費者向けデバイスと共に機能する可能性があり、及びまた、幾つかの製造業者のデバイ
スと共に機能する可能性がある。クラウドは、あらゆる製造業者からのあらゆるデバイス
と共に機能するためにコンシェルジュデバイスに必要とされるメニュー及び遠隔制御コマ
ンドを供給することができる可能性がある。
【００９７】
　　［ディスプレイをもつコンシェルジュデバイス上の広告オプション］
　ディスプレイを含むコンシェルジュデバイス構成は、ディスプレイ上に広告を示すのに
用いることができる。それぞれ２００６年２月８日及び２００５年８月１９日に出願され
た両方とも「Ｔｅｔｈｅｒｅｄ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂｕｔｌｅｒ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」と題する米国特許出願第１
１／３５０，９８０号及び第６０／７０９，６６６号は、ディスプレイを含むデバイスを
描いている。これらの出願が出願されてからチップセットが変更されたことを当業者は認
識するであろう。現在は、設計者がそれから選ぶことができる可能性がある、Ｂｒｏａｄ
ｃｏｍ、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ、Ｉｎｔｅｌ、Ｍａｒｖｅｌｌ、ＳＴ　Ｍ
ｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ、Ｎｖｉｄｉａ、及びＩＢＭを含む、チップセットの多
数の供給業者が存在する。
【００９８】
　コンシェルジュデバイスがテレビ又はテレビ信号源に結合されるときに、コンシェルジ
ュデバイス上のディスプレイは、補足的情報のための二次又は補足的ディスプレイとする
ことができる。広告は、適当な時に補足情報として表示されてもよい。例えば、広告は、
ユーザが１つの宣伝又は一連の宣伝を早送りしている、巻き戻ししている、又はスキップ
している間に表示されてもよい。コンシェルジュデバイスのディスプレイ上で、ユーザは
、広告ロゴ、番組ロゴ、又は幾つかのテキストを見てもよい。補足的ディスプレイに関す
る最良のコンテンツを判定するために解析が適用されてもよい。代替的に、広告は、ユー
ザが番組を見ている、早送りしている、又はスキップしている間に表示されてもよい。番
組ロゴ、広告ロゴ、又はチャプターの場所情報が補足的ディスプレイ上に表示されてもよ
い。
【００９９】
　コンシェルジュデバイスのディスプレイ上に現れる広告は、メインプログラムとして表
示されているコンテンツと同期されてもよいし、又は独立していてもよい。例えば、メイ
ンプログラムが広告目的のプロダクト・プレイスメントのようなプロダクト・プレイスメ
ントに関係するシーケンスに到達するときに、協調した広告が補足的ディスプレイ上に現
れてもよい。すなわち、Ｆｏｒｄが特定のモデルのトラックが番組中に現れるように支払
った場合、補足的ディスプレイ上にＦｏｒｄロゴが現れてもよく、若しくは該トラックに
ナビゲートする又は該トラックへの関心を覚えておくためのリンクと共に特定のトラック
のピクチャが現れてもよい。代替的に、競合他社に関する広告がプロダクト・プレイスメ
ントと同時に補足的ディスプレイ上に現れてもよい。同様に、広告は、宣伝が示されてい
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る間に補足的ディスプレイに向けられてもよい。補足的ディスプレイ上で、ユーザは、メ
インディスプレイ上に広告表示された製品への彼らの関心を覚えておくためのリンク又は
オプションを有してもよい。代替的に、メインディスプレイ上の宣伝と同時に競合他社の
広告が補足的ディスプレイ上に現れてもよいであろう。種々の競合する代替物が、メイン
ディスプレイ上のプロダクト・プレイスメント又は宣伝のいずれかと協調した補足的ディ
スプレイ上の単一の画像において提供されてもよい。
【０１００】
　コンシェルジュデバイス上の広告コンテンツは、音声、映像、ピクチャ、グラフィック
ス、又はウェブコンテンツであってもよい。これは番組中又は番組内の宣伝中に現れても
よい。補足的画面上の表示のために選択された広告は、プログラム関連、広告関連、個人
情報関連、ユーザフィードバック関連、ユーザ検索関連、又はユーザデバイス関連であっ
てもよい。又は、それらは、ユーザ・アイデンティティ又は最近のユーザ・アクティビテ
ィの考慮なしに、バナー広告として役立ってもよい。
【０１０１】
　ネットワークによって接続されるサーバは、広告選択又は個人設定のための解析を供給
してもよい。サーバは、コンシェルジュデバイス上のディスプレイ又は協調したディスプ
レイのフォーマットを認識してもよく、広告が確実に適正にサイズ設定されるようにする
。サーバは、広告配信のタイミングと、どのチャンネル、音声、又は映像が宣伝を表示す
るのに用いられるかを制御してもよい。例えば、広告は、リモートを介してユーザによっ
て行われる検索に関係付けられてもよい。購入サイクル中に、広告は、補助デバイス購入
提案を識別してもよい。インホームデバイスインベントリにより、広告は、家に存在する
デバイスに基づいて利用可能なデバイスアップグレードを説明してもよい。広告は、存在
するデバイスに関係したメディア購入を提案してもよい。
【０１０２】
　広告は、ユーザがＴＶの番組を見ている間にコンシェルジュデバイスのディスプレイ上
に表示することができる。例えば、広告は、コマーシャルの早送りの間にユーザの注目を
得てもよい。早送り中に、コンシェルジュデバイスは、リモートのディスプレイ上に表示
される広告、広告ロゴ、又は番組ロゴを提示してもよい。プログラムを通した早送りの間
に、番組ロゴ又は広告ロゴをリモート上に表示することができる。広告は、メインプログ
ラムとは独立して又はこれに依存して、すなわち同期して、コンシェルジュデバイスのデ
ィスプレイ上にいつでも向けることができる。広告は、メイン画面上でメインプログラム
が走っている間にコンシェルジュデバイス上で再生することができる。こうした広告は、
メインプログラムコンテンツと関係付けられてもよいし、又は関係付けられなくてもよい
。
【０１０３】
　コンシェルジュデバイス上に示される広告は、メイン広告がメイン画面上で再生されて
いる際の広告と同一であってもよいし又は二次的なものであってもよい。
【０１０４】
　ディスプレイをもつコンシェルジュデバイスによって事実上あらゆるコンテンツを配信
することができる。広告コンテンツは、音声、映像、ピクチャ、又はグラフィックス、又
はさらにはその多くの形態のウェブコンテンツであってもよい。
【０１０５】
　広告は、メイン画面上にプログラムが示されている間に又は広告が画面上にある際の代
替コンテンツとしてコンシェルジュ上で提示されてもよい。
【０１０６】
　ターゲット型又は対話型広告を選択することができる。多くの選択基準を広告表示に適
用することができ、広告は、プログラム関連、広告関連、個人情報関連、ユーザフィード
バック関連、ユーザ検索関連、ユーザデバイス関連、又は一般化ランダム（ｇｅｎｅｒａ
ｌ　ｒａｎｄｏｍ）であってもよい。
【０１０７】
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　クラウドベースのサーバは、開示されたシステムにおいて種々の役割を果たすことがで
きる。クラウドベースのサーバは、解析、広告選択、広告個人設定、広告フォーマット、
広告タイミング、及び／又は広告配信機構を提供することができる。事実上すべての広告
関連の機能をクラウドから供給することができる。
【０１０８】
　コンシェルジュデバイスの特徴は、コンシェルジュデバイスの構成に応じて種々の方法
で組み合わせることができる。本開示では、コンシェルジュデバイスは、本当に、図に示
すようにクラウドに接続するデバイスのファミリーである。簡単なコンシェルジュデバイ
スは、ディスプレイなしに、マイクロフォン及びスピーカを含むことができる。この簡単
なデバイス上で、プログラミングオプションは、デバイスからのプロンプトに基づいてプ
ログラミングを行うためにローカル又はリモート音声対話を用いることを含む。又は、コ
ンシェルジュデバイスは、ＰＣを用いてプログラムすることができる可能性がある。
【０１０９】
　代替的なコンシェルジュデバイス構成は、親指キーボード又は同様のキーボードを共に
含む。幾つかの実装では、このレベルのデバイスは、簡単なコンシェルジュデバイスと類
似している可能性があるが、入力のためのキーボード及び出力のためのディスプレイを伴
う。
【０１１０】
　幾つかの実装では、タッチスクリーンが簡単なコンシェルジュデバイスに内蔵される。
タッチスクリーンは、入力／出力を提供する。
【０１１１】
　コンシェルジュデバイスの接続アーキテクチャは、ブリッジ及びルーティング能力が組
み込まれる範囲に依存する。統合型ルータ及びブリッジがあれば、コンシェルジュデバイ
スは、クラウド準備完了状態に直通（ＤＴＣＲ：ｄｉｒｅｃｔ　ｔｏ　ｃｌｏｕｄ　ｒｅ
ａｄｙ）である。コンシェルジュデバイスは、軽量ブラウザのようなブラウザを用いてク
ラウドにおけるサーバと対話することができる。代替的に、統合型ブリッジがあれば、コ
ンシェルジュデバイスは、ブリッジを介してクラウドと直接対話する（ＤＴＣＢ：ｄｉｒ
ｅｃｔ　ｔｏ　ｃｌｏｕｄ　ｖｉａ　Ｂｒｉｄｇｅ）。ブリッジは、通信宛先及びセッシ
ョンを設定するための知能を有する。幾つかの実装では、ホストは、テレビ又は冷蔵庫の
ような消費者向けデバイスに内蔵される。コンシェルジュデバイスは、ホストを介してク
ラウドと直接通信する（ＤＴＣＨ：ｄｉｒｅｃｔ　ｔｏ　ｃｌｏｕｄ　ｖｉａ　Ｈｏｓｔ
）。これは、ホストに内蔵された知能に依拠する。
【０１１２】
　既存のプロトコルを、説明したコンシェルジュデバイス能力及びアーキテクチャに適合
させることができる。ペア化、接続、認証、及び通信を取り扱うために定着したプロトコ
ルを選択することができる。
【０１１３】
　コンシェルジュデバイス、ホーム制御デバイス、制御可能デバイス、又は消費者向けデ
バイスのいずれかのデバイスが登録されるべきときに、クラウドリソースが随意的に呼び
出される。コンシェルジュデバイスは、あらゆる他のデバイスと同様にクラウドベースの
サーバに登録することができる。機器は、クラウドに直接又はリモートの関連によっての
いずれかで登録される。
【０１１４】
　クラウドベースのサーバでの登録は、様々な実用性を有することができる。クラウドベ
ースのデータベースは、コンシェルジュデバイスを消費者向けデバイスと関連付けること
ができる。これは、異なる能力をもつコンシェルジュデバイスの詳細を含むデバイスの詳
細を記録することができる。コンシェルジュデバイスがコールを開始するときに、データ
ベースはサポート員がユーザ、デバイス、及び特定のデバイス及びデバイスファミリーに
伴う問題の履歴を知ることができるようにする。データベースは、サポート員が従うのに
フレンドリーなスクリプトを提供する。
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【０１１５】
　サポートセッション中に随意的に広告を付随して、ワンタッチサポートボタンを実現す
ることができる。クラウドに予め存在するリモート及びデバイスアウェア・データベース
のおかげで、サポート員又は自動化されたプロトコルは、何に対処するか及び誰が尋ねて
いるかが分かる。これは、サポートセッションを時々支配する事前準備をなくす。結果と
して得られるサポートセッションは、コンシェルジュデバイス又は近くのモニタ（ＴＶ又
はＰＣ）上のテキスト交換、音声又は映像接続、及び／又はフィードバックを伴っていて
もよい。上述の場合のコンシェルジュデバイス上の広告は、キー検索、見ている番組、問
題のある機器、及び／又は関連した機器アップグレードに基づいてターゲット化すること
ができる。随意的に、コンシェルジュデバイスは、ローカルに認識される又は例えばＶｏ
ＩＰ接続を用いる認識のためにサーバに報告される場合がある音声コマンドをサポートす
る。
【０１１６】
　シン・クライアントモデルは、コンシェルジュデバイスアーキテクチャ及びハードウェ
アに適合する。シン・クライアントは、上記で識別されたアーキテクチャ、すなわちデバ
イス／クラウドが軽量ブラウザを通じて対話するクラウド直通（ＤＴＣＲ）アーキテクチ
ャ、ブリッジが物事（ｔｈｉｎｇｓ）を設定するための知能を有する、ブリッジを介する
クラウド直接対話（ＤＴＣＢ）アーキテクチャ、又はホストアプライアンスが知能を有す
る、ホストを介するクラウド直接対話（ＤＴＣＨ）アーキテクチャをサポートすることが
できる。クラウドに進むことは幾つかの理由で有用である。ＵＩは、クラウドにおいて又
は最小限の努力と共にデバイス上で生成することができる。広告は、クラウドからユーザ
にターゲット化することができる。自動構成ルーチン及びデバイスは、クラウドにおいて
ホストし及び維持することができる。
【０１１７】
　種々の付加的な特徴をここで開示することができる。幾つかの実装は、コンシェルジュ
デバイスがデバイスへの近接性に基づいてタグ付けされたデバイスを自動的に認識するこ
とができるようにデバイスのタギングを含む。ＲＦＩＤ、近距離無線通信、又は同様の技
術を用いるタグを適宜採用することができる。
【０１１８】
　個人設定は、音声、指紋、ＲＦＩＤ証明書、顔の走査、又はユーザの震え（ｔｒｅｍｏ
ｒ）パターンを感知するユーザのコンシェルジュデバイスの持ち方のイベントに基づくユ
ーザ認識及び／又は認証を含むことができる。コンシェルジュデバイスは、直接又はＰＣ
と通信して開始することができる。
【０１１９】
　ダイレクト・ツー・クラウドＡＰＩは、クラウドコンシェルジュサポートのためのあら
ゆるデバイスを接続するためにリモートプロシージャ制御又はウェブサービス文書交換プ
ロトコルのいずれかをサポートすることができる。
【０１２０】
　仮想アプリ、ユーザ・インターフェース、及びデバイスマネージメントは、クラウドに
統合することができる。この統合は、あらゆるアプリをダウンロードするあらゆる必要性
をなくすであろう。クラウドへの統合は、コンシェルジュデバイスが常に最新であったこ
とを保証するであろう。ＵＩ要件の大部分は、ローカルデバイス上でではなくクラウドに
おいて管理することができる。学習したユーザの好みは、広告をターゲット化するのに用
いることができる。
【０１２１】
　各デバイスに一意の恒久的なシリアルナンバーを与えることができる。このＩＤは、デ
バイスが製造されるときにプログラムすることができる。クラウドにおける同じデータベ
ースは、デバイスを生まれてから死ぬまで、製造から小売りされて家に行って廃棄される
ときまでを追跡することができる。
【０１２２】
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　サービスは、クラウドベースのプラットフォームによって提供することができる。車の
ためのＧＭのＯｎ－Ｓｔａｒ（商標）サービスと大まかには類似しているプレミアムヒュ
ーマンサポートサービスを、ホームアプライアンス／ガジェット／などのために提供する
ことができる。接続されたデバイスに自動構成を送ることができる。自動ＵＩ生成はクラ
ウドにおいてホストすることができる。軽量クライアント及び簡単なインターフェースは
、あらゆるアプリをダウンロードするあらゆる必要性をなくす。音声コマンド及びプロン
プトを用いるディスプレイのないコンシェルジュデバイス上ででさえも制御を実施するこ
とができる。機器は緊急の場合にシャットダウンすることができる。コンシェルジュデバ
イス、及び／又はユーザ指示なしにステータスを監視するためにバックグラウンドにおい
て作動しているホームマネージメントゲートウェイがあれば、時にはユーザが問題に気づ
く前に、電子メール、テキスト、又は他のメッセージング媒体を介して障害通知を配信す
ることができる。
【０１２３】
　デバイス構成は、構成されているデバイスと対話するネットワーク上のデバイスを考慮
に入れるためにデフォルトから改善することができる。
【０１２４】
　コンシェルジュデバイスは、関心あるすべてのデバイスをサポートするのに用いること
ができるテキスト、音声、又は映像のいずれであろうとも、１つ又は複数の一意のデータ
タイプを生じさせることの利点を有する。さらに、ユーザ認証のためのサポートは、コン
シェルジュデバイスを安全なものにする。
【０１２５】
　［メインデモ画面の例と要約］
　　［ホーム画面］
　図１０Ａの変形は、以下のそれぞれに関するアイコンを含むことができる。
　－クラウド接続コンシェルジュ画面
　－ＶｏＩＰ／ビデオ通話画面
　－クレジットカードトランザクション／セキュリティ画面
　－対話型リモートディスプレイ画面
【０１２６】
　アイコンに触れることで、ユーザは特定のさらなる画面に進む。
【０１２７】
　　［画面１］
　図１４Ａは、コンシェルジュサポートホーム画面である。これは、どのサポート及びサ
ービスが呼び出される場合があるかに伴う本質及び使い易さを見せるものである。幾つか
の実装では、デバイス上でクリックすることで、デバイスが短い間強調表示され、画面２
に移行する。他の実装では、画面２は、図１４Ｂの例の場合のように自動診断プロトコル
に先行してもよい。
【０１２８】
　　［画面２］
　図１５は、彼らのデスクにいるコンシェルジュサポート員のウェブカメラショットであ
る。これは、ユーザとサービス員との間のフル音声、及び随意的に、映像との対話に導く
。
【０１２９】
　画面３への遷移を押すことによる「ビデオ通話切」制御が存在する。
【０１３０】
　　［画面３］
　サポートセッションの後で、ディスプレイは、たった今解決した問題の要約を示す。文
は、オンに選択されるあらゆるデバイス／機器に適用可能となるのに十分に一般的であっ
てもよく、又はこれは、問題とサポートセッション中に達した解決策をたどってもよい。
広告がこの画面上に配置されてもよい。
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【０１３１】
　　［画面４］
　ＶｏＩＰ／ビデオ通話画面である図１１Ａ～図１１Ｂは、簡単なＶｏＩＰ／テレビ会議
（Ｖｉｄｅｏｃｏｎ）インターフェースを見せるものである。
【０１３２】
　図１１Ａの連絡先リスト画面の上部にバナー広告が存在してもよい。
【０１３３】
　名前にタッチすると図１１Ｂに進む。代替的に、コンシェルジュサポートセッションを
立ち上げると図１５に進む。
【０１３４】
　　［画面５］
　図１５はまた、彼らのデスクにいるコンシェルジュ員のウェブカメラショットである。
音声のみの通話のために映像をオフにすることへの対応機能がある。
【０１３５】
　この画面の上部にバナー広告が存在してもよい。
【０１３６】
　　［画面６］
　クレジットカードトランザクション画面は、上部にクレジットカードのピクチャを有す
る。これはこれらの図には示されない。
【０１３７】
　図１２Ａでのこの下は、指紋認証の目的で用いられる画面上の点線で囲ったボックスで
ある。
【０１３８】
　画面の上部にバナー広告が存在してもよい。
【０１３９】
　以下のように言うメッセージが存在する可能性がある。「安全な認証のために点線で囲
ったボックスをタッチするか、又は「私、ジョン・スミス、承認（Ｉ，Ｊｏｈｎ　Ｓｍｉ
ｔｈ，ａｐｐｒｏｖｅ）」と言ってください。」
【０１４０】
　点線で囲ったボックスをタッチすると、「トランザクションが承認されました」という
メッセージが現れる。
【０１４１】
　　［画面７］
　図１０Ａは、以下の４つのアイコン、すなわち、ＬｉｖｅＴＶ、ＩＰＴＶ、ホーム制御
、及びＶｏＩＰ（ノーゲーム／チャット／連絡先／設定）を伴う幾つかの形態の画面を表
示する、例となる対話画面のバリエーションである。
【０１４２】
　画面の上部にバナー広告が存在してもよい。
【０１４３】
　［幾つかの特定の実施形態］
　開示された技術は、方法、デバイス、又は製造品として実施されてもよい。実装の１つ
又は複数の特徴は、基本実装と組み合わせることができる。相互に排他的ではない実装は
組み合わせ可能と教示される。実装の１つ又は複数の特徴は他の実装と組み合わせること
ができる。この開示は、これらのオプションのユーザに定期的にリマインドする。これら
のオプションを繰り返す幾つかの実装の列挙からの省略は、教示された組み合わせを限定
するものとしてとられるべきではなく、これらの列挙は、以下の実装のそれぞれに参照す
ることにより本明細書の前の方に組み込まれる。
【０１４４】
　　［単一アクションサポート］
　　［実装＃１］
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　方法、デバイス、システム、及び製造品の１つの群は、機器及び消費者向け電子装置の
ような消費者向けデバイスをサポートするためにコンシェルジュデバイスを用いることに
関係する。一実装では、コンシェルジュデバイスを用いて消費者向けデバイスのためのサ
ポートセッションを開始することを含む方法が説明される。方法は、コンシェルジュデバ
イスを選択された消費者向けデバイスと関連付けること、ユーザによって行われる単一ア
クションに応答して、コンシェルジュデバイスがホームゲートウェイと通信することを含
む。ホームゲートウェイとの通信は、ホームゲートウェイに選択された消費者向けデバイ
スに関する消費者向けデバイス識別情報をバッファさせること、及びホームゲートウェイ
に消費者向けデバイスに関するサポートセッションを開始させ、サポートセッション中に
消費者向けデバイス識別情報を自動的に転送させ、これにより、サポートセッションが、
自動アテンダント又は対話型音声認識システムをバイパスすること、又は自動サポートプ
ロトコルを開始することのいずれかを可能にすることを含む。随意的に、ホームゲートウ
ェイとの通信は、ホームゲートウェイにサポートセッションのためのサポートセンターを
判定させることをさらに含む。これは、ユーザがサポートセンター連絡先情報に気づくあ
らゆる必要性をなくす。
【０１４５】
　この方法及び開示された技術の他の実装は、以下の特徴のうちの１つ又は複数をそれぞ
れ随意的に含むことができる。
【０１４６】
　関連付けることは、コンシェルジュデバイスを選択された消費者向けデバイスと無線で
ペアにし、選択されペアにされた消費者向けデバイスをホームゲートウェイで識別するこ
とをさらに含むことができる。又は、これは、ホームゲートウェイには既知の候補消費者
向けデバイスのメニューから消費者向けデバイスを選択することをさらに含むことができ
る。メニューは音声メニューとすることができ、又は視覚的に表示することができる。
【０１４７】
　ホームゲートウェイは、コンシェルジュデバイスがインホームネットワークを介してそ
れにメッセージを送信する、コンシェルジュデバイスから分離した及び別個の物理的デバ
イスとすることができる。又は、これは、コンシェルジュデバイスと同じ物理的デバイス
の一部とすることができる。代替的に、ホームゲートウェイは、コンシェルジュデバイス
が家の外部に広がるネットワークを介してそれにメッセージを送信するクラウドベースの
デバイスとすることができる。
【０１４８】
　方法は、コンシェルジュデバイスが、選択された消費者向けデバイスからテータス情報
を受信し、サポートセッションで用いるためにステータス情報をホームゲートウェイに転
送することをさらに含むことができる。又は、選択された消費者向けデバイスと接続し、
選択された消費者向けデバイスからテータス情報を受信し、サポートセッションにおいて
ステータス情報を用いる。
【０１４９】
　ホームゲートウェイは、サポートセッション中に選択された消費者向けデバイスとの間
でメッセージをリレーすることを特色とすることができる。
【０１５０】
　方法は、自動サポートプロトコル中に受信した情報をコンシェルジュデバイスのディス
プレイ上に表示することをさらに含むことができる。情報は、ユーザがサポートセッショ
ンに参加している際に表示される補足的情報を含むことができる。この補足的情報は、タ
ーゲット型又は対話型広告を含むことができる。
【０１５１】
　サポートセッション中に伝送された情報は、コンシェルジュデバイスのユーザが対話型
応答システムをバイパスし、転送された消費者向けデバイス識別情報に基づいてヒューマ
ンサポートエージェントと話すことによってサポートセッションを始めることができるよ
うにすることができる。
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【０１５２】
　他の実装は、上述の方法を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を格納する一
時的でないコンピュータ可読記憶媒体を含んでもよい。さらに別の実装は、メモリと、上
述の方法を行うためにメモリに格納された命令を実行するように構成された又は動作可能
な１つ又は複数のプロセッサとを含むシステムを含んでもよい。
【０１５３】
　　［実装＃２］
　開示された技術の別の実装は、少なくとも１つの無線データ通信アダプタ、１つ又は複
数の入力センサ、１つ又は複数の出力、及びメモリと、動作を行うように構成された少な
くとも１つのプロセッサとを含むコンシェルジュデバイスである。これらの動作は、コン
シェルジュデバイスを選択された消費者向けデバイスと関連付けること、ユーザによって
行われる単一アクションに応答して、コンシェルジュデバイスがホームゲートウェイと通
信することを含む。ホームゲートウェイとの通信は、ホームゲートウェイに選択された消
費者向けデバイスに関する消費者向けデバイス識別情報をバッファさせること、及びホー
ムゲートウェイに消費者向けデバイスに関するサポートセッションを開始させ、サポート
セッション中に消費者向けデバイス識別情報を自動的に転送させ、これにより、サポート
セッションが、自動アテンダント又は対話型音声認識システムをバイパスすること、又は
自動サポートプロトコルを開始することのいずれかを可能にすることを含む。随意的に、
ホームゲートウェイとの通信は、ホームゲートウェイにサポートセッションのためのサポ
ートセンターを判定させることをさらに含む。
【０１５４】
　開示された技術のこのデバイス及び他の実装は、以下の特徴のうちの１つ又は複数をそ
れぞれ随意的に含むことができる。
【０１５５】
　関連付けることは、コンシェルジュデバイスを選択された消費者向けデバイスと無線で
ペアにし、選択されペアにされた消費者向けデバイスをホームゲートウェイで識別するこ
とをさらに含むことができる。又は、これは、ホームゲートウェイには既知の候補消費者
向けデバイスのメニューから消費者向けデバイスを選択することを含むことができる。メ
ニューは音声メニューとすることができ、又はこれは視覚的に表示することができる。
【０１５６】
　ホームゲートウェイは、コンシェルジュデバイスから分離した及び別個の物理的デバイ
スとすることができ、コンシェルジュデバイスがインホームネットワークを介してそれに
メッセージを送信するように構成されるそれ自身のプロセッサを有する。又は、これは、
コンシェルジュデバイスと同じ物理的デバイスの一部とすることができる。代替的に、ホ
ームゲートウェイは、コンシェルジュデバイスが家の外部に広がるネットワークを介して
それにメッセージを送信するクラウドベースのデバイスとすることができる。
【０１５７】
　コンシェルジュデバイスプロセッサは、自動サポートプロトコル中に受信した情報をコ
ンシェルジュデバイスのディスプレイ上に表示することを含む動作を行うようにさらに構
成することができる。情報は、ユーザがサポートセッションに参加している際に表示され
る補足的情報を含むことができる。この補足的情報は、ターゲット型又は対話型広告を含
むことができる。
【０１５８】
　一般に、この技術を実装するプロセッサ（単数又は複数）は、上記の方法及びそれらの
態様又は特徴のうちのいずれかを反映する動作を行うように構成することができる。
【０１５９】
　　［実装＃３］
　開示された技術の別の実装は、少なくとも１つの無線データ通信アダプタ、１つ又は複
数の入力センサ、１つ又は複数の出力、及びメモリと、動作を行うように構成された少な
くとも１つのプロセッサとを含むコンシェルジュデバイスである。これらの動作は、コン
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シェルジュデバイスをサポートされるべき特定の消費者向けデバイスを一意に識別するデ
ータとリンクすること、及び入力センサによって感知されるユーザの単一アクションに応
答して、ホームゲートウェイに特定の消費者向けデバイスをサポートするサービスセンタ
ーとのコンタクトを開始させることを含み、サービスセンターとのコンタクトの開始が、
そこからサービスセンターが特定の消費者向けデバイスを一意に識別でき、且つ、サポー
トされるべき特定の消費者向けデバイスに基づいて自動サポートプロトコルと係り合うか
どうかを判定できる情報を自動的に伝送することを含む。情報は、例えば、シリアルナン
バー又はローカルに一意の割り当てられた名前に加えて、コンシェルジュデバイス、世帯
、又はホームゲートウェイ識別子とすることができる。
【０１６０】
　開示された技術のこのデバイス及び他の実装は、以下の特徴のうちの１つ又は複数をそ
れぞれ随意的に含むことができる。
【０１６１】
　デバイスは、複数の消費者向けデバイスからサポートされるべき特定の消費者向けデバ
イスを選択することを含む動作を行うように構成されてもよい。これはまた、幾つかのサ
ポートセンターのうちのどれが特定の消費者向けデバイスをサポートするためにコンタク
トを開始するかを判定してもよい。
【０１６２】
　これは、ディスプレイをさらに含んでもよく、特定の消費者向けデバイスに関するステ
ータス情報をサービスセンターに自動的に伝送すること、及び自動サポートプロトコル中
にサービスセンターから受信した情報を表示することを含む動作を行うようにさらに構成
されてもよい。
【０１６３】
　コンシェルジュデバイスプロセッサは、特定の消費者向けデバイスをサポートセンター
とデータ通信する状態で結合させ、これにより、特定の消費者向けデバイスとサポートセ
ンターとの間の診断通信を可能にすることを含む動作を行うようにさらに構成することが
できる。特定の消費者向けデバイスとサポートセンターとの間の通信は、リレーすること
ができ、又は直接ピア・ツー・ピアにすることができる。
【０１６４】
　幾つかの実装では、コンシェルジュデバイスプロセッサは、ユーザの声を取り込む及び
ユーザが聞くための音声を再生するためにコンシェルジュデバイスを用いて特定の消費者
向けデバイスに関するサポートプロセッサとのサポートコールを行うことを含む動作を行
うようにさらに構成される。
【０１６５】
　開示された技術の幾つかの実装は、特定の消費者向けデバイスの診断サポートを提供す
るサービスセンターを含み、サービスセンターは、コンシェルジュデバイスと通信する状
態で結合され、サービスセンターは、自動的に伝送された情報から特定の消費者向けデバ
イスを識別すること、及びサポートされるべき特定の消費者向けデバイスに基づいて自動
サポートプロトコルと係り合うことを含む動作を行うように構成された少なくとも１つの
サービスプロセッサを含む。代替的に、サービスプロセッサは、自動的に伝送された情報
から自動サポートをバイパスし、ユーザを人間と接続することを判定すること、及びコン
シェルジュデバイスと少なくとも音声通信する状態で係り合うことを含む動作を行うよう
に構成することができる。
【０１６６】
　他の実装は、コンシェルジュデバイスと通信する状態で結合されるゲートウェイデバイ
スを含み、ゲートウェイデバイスは、コンシェルジュデバイスとサービスセンターとの間
の通信をリレーすること、コンシェルジュデバイスにリンク可能な複数の消費者向けデバ
イスを登録すること、及びコンシェルジュデバイスがサポートするための特定の消費者向
けデバイスをそれから選択するためにメニューを提供することを含む動作を行うように構
成された少なくとも１つのゲートウェイプロセッサを含む。メニューサービスは、コンシ
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ェルジュデバイスの入力センサ及び出力を用いるユーザとの知覚できる通信に関係する。
【０１６７】
　　［実装＃４］
　コンシェルジュデバイスの別の実装は、少なくとも１つの無線データ通信アダプタ、１
つ又は複数の入力センサ、１つ又は複数の出力、及びメモリと、動作を行うように構成さ
れた少なくとも１つのプロセッサとを含む。動作は、コンシェルジュデバイスをサポート
されるべき特定の消費者向けデバイスを一意に識別するデータとリンクすること、前記コ
ンシェルジュデバイスに向けられたユーザの単一アクションに応答して、前記特定の消費
者向けデバイスをサポートするサービスセンターとの少なくとも音声コンタクトを開始す
ること、及び、前記ユーザの声を取り込む及び前記ユーザが聞くための音声を再生するた
めに前記コンシェルジュデバイスを用いて前記特定の消費者向けデバイスに関する前記サ
ービスセンターとのサポートコールを行うこと、を含み、前記少なくとも音声コンタクト
を開始することが、そこから前記サービスセンターが前記特定の消費者向けデバイスを一
意に識別できる情報を前記サービスセンターに自動的に伝送することを含む。
【０１６８】
　コンシェルジュデバイスプロセッサは、特定の消費者向けデバイスをサポートコール中
にサポートセンターと通信する状態で結合させることを含む動作を行うようにさらに構成
することができる。
【０１６９】
　コンシェルジュデバイスは、サポートコール中にユーザに視覚的情報を提供するコンシ
ェルジュデバイス上のディスプレイ、及び／又はサポートコール中にサポートセンターに
視覚的情報を提供するコンシェルジュデバイス上のカメラをさらに含んでもよい。
【０１７０】
　　［実装＃５］
　開示された技術は、上述のデバイス、態様、又は特徴のうちのいずれかに基づいて、統
合型コンシェルジュデバイスを伴う消費者向け機器に実装することができる。例えば、コ
ンシェルジュデバイスは、他の消費者向け機器及び電子装置のうち、冷蔵庫、洗濯機、ド
ライヤ、運動機器、テレビ、Ａ／Ｖセンター、ストーブに統合することができる。
【０１７１】
　一般に、技術は、ステータス情報を報告するように適合された機器特徴をもつ消費者向
けデバイスと、少なくとも１つのネットワークアダプタと、メモリと、少なくとも１つの
入力センサと、少なくとも１つのオーディオ入力と、オーディオ出力と、ネットワークア
ダプタ、メモリ、オーディオ入力、及びオーディオ出力に結合されるプロセッサと、プロ
セッサ上で走る命令とを含む、統合型コンシェルジュデバイスを伴う消費者向け機器とし
て実装することができる。プロセッサ上で走る命令は、統合型デバイスにホームマネージ
メントゲートウェイと通信させ、ユーザと入力センサとの対話に応答してゲートウェイに
サポートコールを開始させ、サポートコールが自動アテンダント又は対話型音声認識シス
テムをバイパスすることを可能にし、且つサポートされるべき関連する消費者向けデバイ
スを識別する関連する消費者向けデバイスに関する情報を提供させてもよい。幾つかの実
装では、消費者向けデバイスは、統合型ホームマネージメントゲートウェイを有すること
ができる。
【０１７２】
　他の実装は、上述の方法を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を格納する一
時的でないコンピュータ可読記憶媒体を含んでもよい。さらに別の実装は、上述のシステ
ムのデバイスのプロセッサによって実施されるアクションを含む方法を含んでもよい。
【０１７３】
　　［実装＃６］
　別の実装では、単一ユーザアクションに応答してサポートセッションを開始することを
含む方法が説明される。これは、コンシェルジュデバイスをサポートされるべき特定の消
費者向けデバイスを一意に識別するデータとリンクすること、及び、コンシェルジュデバ
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イスの１つ又は複数の入力センサによって感知された単一ユーザアクションに応答して、
特定の消費者向けデバイスをサポートするサービスセンターとのコンタクトを開始するこ
とを含み、コンタクトは、そこからサービスセンターが特定の消費者向けデバイスを一意
に識別することができる情報を自動的に伝送すること、及びサポートされるべき特定の消
費者向けデバイスに基づいて自動サポートプロトコルと係り合うかどうかを判定すること
を含む。
【０１７４】
　この方法及び開示された技術の他の実装は、以下の特徴のうちの１つ又は複数をそれぞ
れ随意的に含むことができる。
【０１７５】
　方法は、複数の消費者向けデバイスから特定の時点でサポートされるべき特定の消費者
向けデバイスを選択すること、及び／又は幾つかのサポートセンターのうちのどれが特定
の消費者向けデバイスをサポートするためにコンタクトを開始するかを判定することをさ
らに含んでもよい。
【０１７６】
　他の実装は、特定の消費者向けデバイスに関するステータス情報をサービスセンターに
自動的に伝送すること、及び自動サポートプロトコル中にサービスセンターから受信した
情報をコンシェルジュデバイスのディスプレイ上に表示することを含むことができる。
【０１７７】
　別の随意的な特徴は、特定の消費者向けデバイスをサポートセンターとデータ通信する
状態で結合させ、これにより、特定の消費者向けデバイスとサポートセンターとの間の診
断通信を可能にすることを含む。通信は、リレーされてもよく、又は直接ピア・ツー・ピ
アにされてもよい。幾つかの実装は、ユーザの声を取り込む及びユーザが聞くための音声
を再生するためにコンシェルジュデバイスを用いて特定の消費者向けデバイスに関するサ
ポートプロセッサとのサポートコールを行うことを含む。
【０１７８】
　方法は、自動的に伝送された情報から特定の消費者向けデバイスを識別すること、及び
サポートされるべき特定の消費者向けデバイスに基づいて自動サポートプロトコルと係り
合うことを含むサービスセンターのアクションをさらに含んでもよい。代替的に、サービ
スセンターは、自動的に伝送された情報から自動サポートをバイパスし且つユーザを人間
と接続すること、及びコンシェルジュデバイスと少なくとも音声通信する状態で係り合う
ことを判定することができる。
【０１７９】
　方法は、コンシェルジュデバイスとサービスセンターとの間の通信をリレーすること、
コンシェルジュデバイスにリンク可能な複数の消費者向けデバイスを登録すること、及び
コンシェルジュデバイスがサポートするための特定の消費者向けデバイスをそれから選択
するためにメニューを提供することを含む、コンシェルジュデバイスと通信する状態で結
合されるゲートウェイデバイスのアクションをさらに含んでもよい。これはまた、前述の
ようなメニューサービスを含むことができる。
【０１８０】
　　［実装＃７］
　別の実装では、コンシェルジュデバイスをサポートされるべき特定の消費者向けデバイ
スを一意に識別するデータとリンクすること、コンシェルジュデバイスに向けられた単一
ユーザアクションに応答して、特定の消費者向けデバイスをサポートするサービスセンタ
ーとの少なくとも音声コンタクトを開始することを含み、音声コンタクトは、そこからサ
ービスセンターが特定の消費者向けデバイスを一意に識別することができる情報をサービ
スセンターに自動的に伝送すること、及びユーザの声を取り込む及びユーザが聞くための
音声を再生するためにコンシェルジュデバイスを用いて特定の消費者向けデバイスに関す
るサービスセンターとのサポートコールを行うことを含む方法が説明される。
【０１８１】
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　方法は、特定の消費者向けデバイスをサポートコール中にサポートセンターと通信する
状態で結合させることをさらに含むことができる。
【０１８２】
　幾つかの実装では、方法は、サポートコール中にサポートセンターとの間で送受信され
る視覚的情報を表示するコンシェルジュデバイス上のカメラをさらに含む。
【０１８３】
　リンクすることは、コンシェルジュデバイスが、特定の消費者向けデバイスを一意に識
別するデータのコピーを維持するホームマネージメントゲートウェイと対話することをさ
らに含むことができる。又は、これは、コンシェルジュデバイスが、特定の消費者向けデ
バイスを一意に識別するデータのコピーを維持するホームマネージメントゲートウェイと
対話することを含むことができる。
【０１８４】
　自動的に伝送することは、特定の消費者向けデバイスに関する製品モデル情報及びユー
ザ識別可能情報をサポートセンターに送信することを含んでもよい。
【０１８５】
　幾つかの実装では、ユーザは、会話する人工知能と対話するためにサポートコールに誘
導することができる可能性がある。
【０１８６】
　　［実装＃８］
　別の実装は、コンシェルジュデバイスを用いて消費者向けデバイスのためのサービスコ
ールを開始する方法に関係し、この方法は、コンシェルジュデバイスを消費者向けデバイ
スと無線でペア化すること、ペアにされた消費者向けデバイスから幾つかの消費者向けデ
バイス識別情報を受信すること、及びユーザによって行われる単一アクションに応答して
、コンシェルジュデバイスがホームマネージメントゲートウェイと通信することを含む。
ホームマネージメントゲートウェイと通信することは、消費者向けデバイス識別情報をホ
ームマネージメントゲートウェイに転送すること、及びゲートウェイに消費者向けデバイ
スのためのサポートコールを開始させ、サポートコール中に消費者向けデバイス識別情報
を転送させ、これにより、サポートコールが、自動アテンダント又は対話型音声認識シス
テムをバイパスすること、若しくはオンライン又は代替的なサポートプロトコルと係り合
うことを可能にすること、及びサポートされるべき関連する消費者向けデバイスを識別す
ることを含む。
【０１８７】
　幾つかの実装は、コンシェルジュデバイスが、ペアにされた消費者向けデバイスからス
テータス情報を受信し、ステータス情報をサポートコール中に用いるためにホームマネー
ジメントゲートウェイに転送することをさらに含む。
【０１８８】
　　［実装＃９～１０］
　別の実装は、コンシェルジュデバイスを用いて消費者向けデバイスのためのサービスコ
ールを開始する方法であって、ホームマネージメントゲートウェイには既知の候補消費者
向けデバイスの表示から消費者向けデバイスを選択することを含む方法に関係する。この
最初の選択アクションの後の、この方法の態様及び実装は、前述の方法、態様、及び実装
と同様である。この開始アクションの別の代替は、コンシェルジュデバイスを消費者向け
デバイスと無線でペア化すること、ペアにされた消費者向けデバイスから幾つかの消費者
向けデバイス識別情報を受信すること、及びユーザによって行われる単一アクションに応
答して、コンシェルジュデバイスがホームマネージメントゲートウェイと通信することを
含む。
【０１８９】
　この技術の別の随意的な特徴は、ホームマネージメントゲートウェイが、関連する消費
者向けデバイスに接続し、関連する消費者向けデバイスからステータス情報を受信し、サ
ービスコールに先立ってサービスセンターにステータス情報を転送することである。
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【０１９０】
　他の実装は、上述の方法を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を格納する一
時的でないコンピュータ可読記憶媒体を含んでもよい。さらに別の実装は、メモリと、上
述の方法を行うためにメモリに格納された命令を実行するように構成された又は動作可能
な１つ又は複数のプロセッサとを含むシステムを含んでもよい。
【０１９１】
　　［実装＃１１］
　１つの方法は、コンシェルジュデバイスを用いて消費者向けデバイスのためのサポート
コールを開始することに関係する。この方法は、コンシェルジュデバイスを選択された消
費者向けデバイスと関連付けることで始まる。ユーザによって行われる単一アクションに
応答して、コンシェルジュデバイスは、ホームマネージメントブリッジと通信する。この
通信は、ホームマネージメントブリッジに、関連する消費者向けデバイスのための消費者
向け電子装置識別情報をバッファさせる。これはさらに、ブリッジに消費者向けデバイス
のためのサポートコールを開始させ、サポートコール中に消費者向け電子装置情報を転送
させる。この情報の転送は、随意的に、サポートコールが自動アテンダント又は対話型音
声認識システムをバイパスすることを可能にする。又は、これは、トラブルシューティン
グのために合わせられた対話型音声又は視覚プロトコルを選択するのに用いることができ
る可能性がある。これはまた、ＩＢＭによって２０１１年に実証されたＷａｔｓｏｎ技術
のような技術を用いる人工知能対話を開始するのに用いることができる可能性がある。こ
れは、サポートされるべき関連する消費者向けデバイスをさらに識別する。これは、ユー
ザサポート体験を大いに改善するはずである。
【０１９２】
　この関連付けを行うことができる幾つかの方法が存在するので、消費者向けデバイスと
コンシェルジュデバイスとの関連付けを言及する。コンシェルジュデバイスは、選択され
た消費者向けデバイスと無線でペアにされてもよい。消費者向けデバイスの識別は、工場
で若しくはＰＣ又は同様のデバイスを用いてローカルにのいずれかでコンシェルジュデバ
イスメモリにプログラムされてもよい。プログラミングは、ＵＳＢ接続を用いてワイヤレ
スに達成されてもよい。代替的に、ホームマネージメントブリッジは、候補消費者向けデ
バイスを表示し、コンシェルジュデバイスとの一時的な関連付けのための１つを選択する
のに用いることができる。コンシェルジュデバイスは、オンボーディングを大いに簡略化
し、オンボーディングプロセス中に随意的に認証を提供することができ、これは、クラウ
ドに接続されるホーム機器にうんざりしている消費者にある程度の保証を提供するであろ
う。
【０１９３】
　ブリッジがこの情報を得ることができる幾つかの方法が存在するため、消費者向け電子
装置識別情報をバッファすることを言及する。第１に、ホームマネージメントブリッジは
、コンシェルジュデバイスと消費者向けデバイスとの間のペア化後にブリッジにリレーさ
れる、消費者向けデバイスと関連付けられた消費者向け電子装置ステータス情報を、コン
シェルジュデバイスから受信してもよい。第２に、これは、コンシェルジュデバイスと消
費者向けデバイスとの間のペア化後に、コンシェルジュデバイスによって識別される消費
者向けデバイスと通信することによって情報を直接受信してもよい。第３に、コンシェル
ジュデバイスは、ブリッジへの消費者向けデバイスを識別してもよく、ブリッジは消費者
向けデバイスから必要な情報を直接得てもよい。第４に、関連した情報は、キーボード、
マウス、タッチスクリーン、又は音声認識のような従来の入力を用いてブリッジに入力す
ることができる。第５に、情報は、クラウドベースのデータソースから得ることができる
。例えば、デバイスは、その販売時にクラウドベースのマネージメントサーバに登録され
てもよい。
【０１９４】
　サポートコールを開始する方法は、コンシェルジュデバイスが消費者向けデバイスと関
連付けられる様態で始めることで、より直接的に述べることができる。コンシェルジュデ
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バイスを用いて消費者向けデバイスのためのサポートコールを開始する方法の１つの変形
は、コンシェルジュデバイスを消費者向けデバイスと無線でペア化することで始まる。Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈヘッドセットをワイヤレス電話とペア化することでおなじみのもの又は
多様なペア化オプションを認識する。方法は、コンシェルジュデバイスがペアにされた消
費者向けデバイスから幾つかの消費者向け電子装置識別情報を受信することに進む。ユー
ザによって行われる単一アクションに応答して、コンシェルジュデバイスは、ホームマネ
ージメントブリッジと通信する。これは、消費者向け電子装置情報をホームマネージメン
トブリッジに転送し、ホームマネージメントブリッジにサポートコールを開始させる。ブ
リッジは、サポートコール中に消費者向け電子装置識別情報を転送し、これにより、サポ
ートコールが自動アテンダント又は対話型音声認識システムをバイパスすることを可能に
する。ブリッジは、コール中にサポートされるべき関連する消費者向けデバイスを識別す
る。
【０１９５】
　　［実装＃１２］
　サポートコールを開始する別の方法は、ホームマネージメントブリッジには既知の候補
消費者向けデバイスの表示から消費者向けデバイスを選択することで始まる。この方法で
は、ホームマネージメントブリッジは、複数の消費者向けデバイスをサポートする。ユー
ザによって行われる単一アクションに応答して、コンシェルジュデバイスは、ホームマネ
ージメントブリッジと通信する。これは、ホームマネージメントブリッジに選択された消
費者向けデバイスに関するサポートコールを開始させ、消費者向け電子装置識別情報をサ
ポートセンターに転送させる。消費者向け電子装置識別情報は、ブリッジと選択された消
費者向けデバイスとの間の通信、又はブリッジを通した情報の入力のいずれかによって得
ることができる。情報は、シリアルナンバー又は他のグローバル一意識別子だけが提供さ
れる必要があるように、電話通話に先立って提供されてもよい。
【０１９６】
　　［実装＃１３］
　種々のデバイス及びシステムもまた開示された技術を実施する。１つは、関連する消費
者向けデバイスのためのサポートコールを開始するコンシェルジュデバイスである。ホー
ムマネージメントブリッジによってサポートコールが開始される。コンシェルジュデバイ
スは、少なくとも１つのホームマネージメントブリッジと通信する状態で結合されるよう
に適合された少なくとも１つの無線トランシーバを含む。コンシェルジュデバイスは、メ
モリ、少なくとも１つのボタン又は他の単一アクション制御、スピーカ、及びマイクロフ
ォンと、トランシーバ、メモリ、ボタン、スピーカ、及びマイクロフォンに結合されるプ
ロセッサとをさらに含む。単一アクション制御の例は、ボタン、トグル、又は他の物理的
スイッチ、タッチスクリーン上のタッチ領域、動きセンサ、又は音声でアクティブ化され
る制御を含む。コンシェルジュデバイスをホームマネージメントブリッジに無線で結合す
る、プロセッサ上で走る命令が提供される。当業者は、プロセッサが、ＣＰＵと無線通信
コンポーネントとの両方を含んでもよい広義の用語であることを認識するであろう。命令
はさらに、コンシェルジュデバイス情報をホームマネージメントブリッジに転送し、ボタ
ンを押すことのような単一ユーザアクションに応答してブリッジにサポートコールを開始
させる。命令はさらに、サポートコールが自動アテンダント又は対話型音声認識システム
をバイパスすることを可能にし、且つサポートされるべき関連する消費者向けデバイスを
識別する、関連する消費者向けデバイスに関する情報をブリッジに提供させる。識別は、
直接的又は間接的、具体的又は分類別（ｃａｔｅｇｏｒｉｃａｌ）であってもよい。好ま
しくは、これは、サポート適格性の検証を容易にするために、サポートセンターでのその
後の解析のためのデータである、消費者向けデバイスのシリアルナンバーを含むであろう
。
【０１９７】
　１つのオプションとして、無線トランシーバは、少なくとも１つの関連する消費者向け
デバイスと通信する状態で結合されるように適合されてもよい。コンシェルジュデバイス
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プロセッサ上で走る命令はさらに、コンシェルジュデバイスを関連する消費者向けデバイ
スに無線で結合し、関連する消費者向けデバイスから幾つかの消費者向け電子装置識別情
報を取得してもよい。次いで、命令は、消費者向け電子装置情報をホームマネージメント
ブリッジに転送させ、これは次に、サポートコール中に消費者向け電子装置識別情報を転
送することを依拠される。
【０１９８】
　このオプションのさらなる態様は、プロセッサ上で走る命令が、サポートコールで用い
るために診断ステータス情報を消費者向けデバイスからホームマネージメントブリッジに
さらにリレーしてもよいことである。
【０１９９】
　別のオプションとして、コンシェルジュデバイスは、少なくとも１つの消費者向けデバ
イスと通信する状態で結合されるように適合された少なくとも１つの無線トランシーバを
含んでもよい。そのプロセッサ上で走る命令はさらに、コンシェルジュデバイスを消費者
向けデバイスに無線で結合し、デバイスから幾つかの消費者向け電子装置識別情報を取得
し、この情報をブリッジに転送する。命令はさらに、消費者向け電子装置識別情報を用い
てブリッジを消費者向けデバイスとペアにさせ、及びこれをブリッジに依拠する。これは
、情報をサポートコールで用いるためにホームマネージメントブリッジで利用できるよう
にする。
【０２００】
　図４で例証されるように、コンシェルジュデバイスは、冷蔵庫又は他の大型家電に内蔵
されてもよい。この例証では、ブリッジは、冷蔵庫並びにコンシェルジュデバイスに内蔵
されるであろう。代替的に、図５～図６で描かれるように、ブリッジは、独立型デバイス
とすることができる可能性があり、又は、ＴＶ若しくはＡ／Ｖ受信機、ＤＶＤ、ケーブル
、又は衛星ボックスのようなＴＶの信号源に内蔵することができる可能性がある。
【０２０１】
　さらに別のオプションは、コンシェルジュデバイスがそのメモリの中にロードされる消
費者向け電子装置識別情報を有することに関する。コンシェルジュデバイスのメモリから
の情報は、サポートコール中に用いるためにホームマネージメントブリッジに転送されて
もよい。
【０２０２】
　上述の方法及びデバイスのいずれかとのつながりにおいて、コンシェルジュデバイスは
、プロセッサに結合されたカメラをさらに含んでもよい。プロセッサ上で走る命令はさら
に、カメラをホームマネージメントブリッジと無線で結合し、ホームマネージメントブリ
ッジに、サポートコール中にカメラから画像を転送させるであろう。画像は、静止画又は
動画であってもよい。
【０２０３】
　上述の方法及びデバイスとのさらなるつながりにおいて、コンシェルジュデバイスは、
プロセッサに結合されたディスプレイを含んでもよい。プロセッサ上で走る命令は、コン
シェルジュデバイスに、サポートコール中にホームマネージメントブリッジから画像を受
信させ、受信した画像を表示させてもよい。カメラとこれらの一連のパラグラフにおいて
説明された表示特徴とを組み合わせることは、本質的に双方向テレビ会議を提供する。
【０２０４】
　上述のコンシェルジュデバイスは、ホームマネージメントブリッジを含むシステムに組
み合わされてもよい。こうしたホームマネージメントブリッジは、少なくとも１つのコン
シェルジュデバイスと通信する状態で結合されるように適合された少なくとも１つの無線
トランシーバと、上記のそれぞれに結合される方法、ネットワークインターフェース、及
びプロセッサとを含む。プロセッサ上で走る命令は、ホームマネージメントブリッジをコ
ンシェルジュデバイスに無線で結合し、コンシェルジュデバイスからコンシェルジュデバ
イス情報を受信する。命令はさらに、コンシェルジュデバイスからの要求に応答してサポ
ートコールを開始し、サポートコールが自動アテンダント又は対話型音声認識システムを
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バイパスすることを可能にする関連する消費者向けデバイスに関する情報をサポートシス
テムに提供するように適合される。情報は、サポートされるべき関連する消費者向けデバ
イスをさらに識別する。
【０２０５】
　幾つかの意味で、説明されたコンシェルジュデバイスは、多様な消費者向けデバイスに
わたるユーザと対話するためのブリッジ又はクラウドベースのサービスの目、耳、及び声
として作用する可能性があり、接続されたインテリジェントホームを消費者にとって管理
可能な現実にする。
【０２０６】
　　［オンボーディング請求項］
　方法、デバイス、システム、及び製造品の別の群は、ホーム制御デバイス及び制御可能
デバイスをホームマネージメントゲートウェイにオンボードするためにコンシェルジュデ
バイスを用いることに関係する。
【０２０７】
　　［実装＃１４］
　１つの実装は、制御デバイスと制御されるデバイスとの両方をインホームマネージメン
トブリッジにオンボーディングする方法を説明する。この方法は、第１のホーム制御デバ
イスから第１のホーム制御デバイスを一意に識別する第１の記載信号を受信し、第１のホ
ーム制御デバイスの制御能力を自動的に判定し、第１のホーム制御デバイスをマネージメ
ントブリッジに記載すること、第２の制御可能デバイスから第２の制御可能デバイスを一
意に識別する第２の記載信号を受信し、第２の制御可能デバイスによって認識された制御
信号を自動的に判定し、第２の制御可能デバイスをマネージメントブリッジに記載するこ
と、及びユーザ・インターフェースに応答して専用化信号を受信し、第１のホーム制御デ
バイスによって生成される少なくとも幾つかの制御信号が第２の制御可能デバイスを制御
することに専用化されるようにマネージメントブリッジ、第１のホーム制御デバイス、及
び第２の制御可能デバイスの組合せを自動的に構成することを含む。
【０２０８】
　この方法及び開示された技術の他の実装は、以下の特徴のうちの１つ又は複数をそれぞ
れ随意的に含むことができる。
【０２０９】
　方法は、マネージメントブリッジと通信する状態で結合されたコンシェルジュデバイス
上で第１のホーム制御デバイスの制御能力を自動的に再現することをさらに含むことがで
きる。これは、専用化信号を生成するのに用いられるユーザ・インターフェースをコンシ
ェルジュデバイスのディスプレイ上に表示することにさらに関係することができる。
【０２１０】
　幾つかの実装は、コンシェルジュデバイスのディスプレイ上に補足的情報を表示するこ
とを含む。この補足的情報は、ターゲット型又は対話型広告とすることができる。
【０２１１】
　方法は、マネージメントブリッジが、組み合わせを自動的に構成するときに用いられる
少なくとも幾つかの構成データをクラウドベースのサーバに要求し、及びクラウドベース
のサーバから受信することに関係することができる。
【０２１２】
　マネージメントブリッジは代替的構成をとってもよい。一実装では、マネージメントブ
リッジは、コンシェルジュデバイスから分離された及び別個の物理的デバイスであり、コ
ンシェルジュデバイスは、インホームネットワークを介してマネージメントブリッジにメ
ッセージを送信し及びマネージメントブリッジからメッセージを受信する。別の実装では
、マネージメントブリッジは、コンシェルジュデバイスと同じ物理的デバイスの一部であ
る。
【０２１３】
　別の実装は、それぞれ第１の又は第２の記載信号を生成するために第１のホーム制御デ
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バイス又は第２の制御可能デバイスのいずれかに付属するパッケージ又はタグを走査する
ことを含む。走査は、ラベル上のパターンを光学的に走査すること又はＲＦＩＤタグを無
線で走査することを含む種々の方法で実施されてもよい。
【０２１４】
　専用化アクションは、複数のホーム制御デバイスから第１のホーム制御デバイスを選択
し、且つ複数の制御可能デバイスから第２の制御可能デバイスを選択するユーザ・インタ
ーフェースに応答して、１つ又は複数のユーザ選択を受信することをさらに含むことがで
きる。
【０２１５】
　代替的なメッセージングパターンを実装することができる。専用化アクションは、第１
のホーム制御デバイス及び第２の制御可能デバイスのうちの１つ又は複数をピア・ツー・
ピア制御対話用に構成することをさらに含むことができる。又は、これは、マネージメン
トブリッジを、第１のホーム制御デバイスから第１の制御信号を受信し、第１の制御信号
に応答して第２の制御信号を第２の制御可能デバイスに送信するように構成すること含む
ことができる。
【０２１６】
　記載するためのデバイスのインベントリ化は、記載信号を受信することに先行すること
ができる。幾つかの実装は、一意に識別されたホーム制御デバイス及び制御可能デバイス
とマネージメントブリッジとのインベントリであり、少なくとも第１のホーム制御デバイ
ス及び第２の制御可能デバイスを含むインベントリを確立すること、第１のホーム制御デ
バイスをマネージメントブリッジに記載中に第１の記載信号における情報をインベントリ
と整合させること、及び第２の制御可能デバイスをマネージメントブリッジに記載中に第
２の記載信号における情報をインベントリと整合させることをさらに含む。インベントリ
化は、第１のホーム制御デバイス又は第２の制御可能デバイスをそれぞれインベントリ化
するために第１のホーム制御デバイス又は第２の制御可能デバイスのいずれかに付属する
パッケージ又はタグを走査すること、及び走査に関して上記で識別されるオプションをさ
らに含むことができる。
【０２１７】
　幾つかの実装は、未登録のユニットの識別子を受信する前にユーザを認証し、記載及び
専用化が許可される記載モードを開始することをさらに含む。認証は、ユーザがマネージ
メントブリッジに以前に記載した又はマネージメントブリッジでの記載を実施するコンシ
ェルジュデバイスと物理的に対話することを必要とすることがある。代替的に又は加えて
、認証は、ユーザからバイオメトリック情報を受信することを必要とすることがある。
【０２１８】
　他の実装は、上述の方法を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を格納する一
時的でないコンピュータ可読記憶媒体を含んでもよい。さらに別の実装は、上述の方法を
行うためにメモリとメモリに格納された命令を実行するように構成された又は動作可能な
１つ又は複数のプロセッサとを含むシステムを含んでもよい。
【０２１９】
　　［実装＃１５］
　開示された技術の別の実装は、少なくとも１つのネットワーク通信アダプタ及びメモリ
と、動作を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサとを含むホームマネージメ
ントブリッジを伴うシステムである。動作は、第１のホーム制御デバイスから第１のホー
ム制御デバイスを一意に識別する第１の記載信号を受信すること、第１のホーム制御デバ
イスの制御能力を自動的に判定し、第１のホーム制御デバイスをマネージメントブリッジ
に記載すること、第２の制御可能デバイスから第２の制御可能デバイスを一意に識別する
第２の記載信号を受信すること、第２の制御可能デバイスによって認識された制御信号を
自動的に判定し、第２の制御可能デバイスをマネージメントブリッジに記載すること、及
びユーザ・インターフェースに応答して専用化信号を受信し、第１のホーム制御デバイス
によって生成される少なくとも幾つかの制御信号が第２の制御可能デバイスを制御するこ
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とに専用化されるようにマネージメントブリッジ、第１のホーム制御デバイス、及び第２
の制御可能デバイスの組合せを自動的に構成することを含む。
【０２２０】
　このシステム及びデバイス並びに開示された技術の他の実装は、方法の文脈において上
述の特徴のうちの１つ又は複数をそれぞれ随意的に含むことができる。
【０２２１】
　幾つかの実装は、ホームマネージメントブリッジを含み、且つ少なくとも１つの入力セ
ンサ及び少なくとも１つの出力を備えるコンシェルジュデバイスをさらに含むシステムで
あって、プロセッサが、マネージメントブリッジと通信する状態で結合されたコンシェル
ジュデバイス上で第１のホーム制御デバイスの制御能力を自動的に再現することを含む動
作を行うようにさらに構成される、システムに関係する。
【０２２２】
　このシステムの幾つかの実装では、コンシェルジュデバイスは、専用化信号を生成する
のに用いられるユーザ・インターフェースをコンシェルジュデバイスのディスプレイ上に
表示することを含む動作を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサをさらに含
む。
【０２２３】
　コンシェルジュデバイスは、このシステムでは、コンシェルジュデバイスのディスプレ
イ上に補足的情報を表示することを含む動作を行うように構成された少なくとも１つのプ
ロセッサをさらに含むことができる。補足的情報は、ターゲット型又は対話型広告とする
ことができる。
【０２２４】
　この種のシステムは、それぞれ第１の又は第２の記載信号を生成するために第１のホー
ム制御デバイス又は第２の制御可能デバイスのいずれかに付属するパッケージ又はタグを
走査するように構成された走査デバイスをさらに含むことができる。
【０２２５】
　幾つかの実装では、専用化アクションは、複数のホーム制御デバイスから第１のホーム
制御デバイスを選択し、複数の制御可能デバイスから第２の制御可能デバイスを選択する
ユーザ・インターフェースに応答して、１つ又は複数のユーザ選択を受信することをさら
に含む。
【０２２６】
　幾つかの実装では、マネージメントデバイスプロセッサは、未登録のユニットの識別子
を受信する前にユーザを認証し、記載及び専用化が許可される記載モードを開始すること
を含む動作を行うようにさらに構成される。認証は、ユーザがマネージメントブリッジに
以前に記載した又はマネージメントブリッジでの記載を実施するコンシェルジュデバイス
と物理的に対話することを必要とすることがある。代替的に又は加えて、認証は、ユーザ
からバイオメトリック情報を受信することを必要とすることがある。
【０２２７】
　他の実装は、上述の方法を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を格納する一
時的でないコンピュータ可読記憶媒体を含んでもよい。さらに別の実装は、上述のシステ
ムのデバイスのプロセッサによって実施されるアクションを含む方法を含んでもよい。
【０２２８】
　　［実装＃１６］
　別の方法の実装は、ユニットがインホーム機器制御デバイス又は制御可能デバイスであ
り、制御デバイスが制御可能デバイスと相補的である、ユニットを一意に識別する未登録
のインホームユニットの識別子を受信すること、受信した識別子を用いてユニットを登録
すること、及び意図される接続情報を受信し、登録されたユニットと以前に登録された相
補的ユニットとの間の接続をユニットペアを確立するように構成することを含み、接続に
より、ユニットペアの制御可能ユニットが、ユニットペアの制御ユニットによって送信さ
れた制御信号に応答して制御される。
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【０２２９】
　接続の構成は、制御ユニットから信号を受信し、それらを制御可能ユニットによって受
け取られた識別子を付随した制御可能ユニットにリレーするようにブリッジデバイスを構
成することをさらに含むことができる。幾つかの実装では、ブリッジデバイスは、制御可
能ユニットによって受け取られた識別子を制御信号に付加する。
【０２３０】
　ブリッジデバイスは、制御ユニット又は制御可能ユニットのいずれかとは物理的に別個
であり、且つそれに組み込まれないものとすることができる。これはコンシェルジュデバ
イスに組み込むことができる。
【０２３１】
　接続の構成は、制御ユニット識別子を付随した制御ユニットによって送信された信号を
受け取るように制御可能ユニットを構成することをさらに含むことができる。登録される
ユニットが制御ユニットであるとき、制御ユニットの登録は、制御ユニットによって生成
された制御信号を識別することをさらに含むことができる。登録されるユニットが制御可
能ユニットであるとき、制御可能ユニットの登録は、制御可能ユニットによって受け取ら
れた制御信号を識別することをさらに含むことができる。
【０２３２】
　幾つかの実装では、方法は、ディスプレイを伴うプログラム可能ホーム制御デバイスを
、ディスプレイから制御デバイスのユーザ選択を可能にする、制御ユニットによって提供
される制御のユーザ選択を可能にする、及び制御ユニットによって信号が送信されたかの
ように制御可能ユニットを応答させる制御信号をホーム制御デバイスから送信するように
構成することをさらに含む。
【０２３３】
　方法は、未登録のユニットの識別子を受信する前にユーザを認証し、登録及び接続が許
可される登録モードを開始することをさらに含むことができる。上述のように、認証は、
コンシェルジュデバイスとの対話及び／又はユーザからのバイオメトリック情報を必要と
することがある。
【０２３４】
　幾つかの実装は、複数の未登録の制御ユニット及び複数の未登録の制御可能ユニットを
登録すること、及び複数のユニットを登録した後で制御ユニット及び制御可能ユニットの
間の接続を構成することをさらに含む。
【０２３５】
　複数の未登録のユニットの識別は、未登録のユニットに付属するパッケージ又はタグを
走査し、上述の技術のようなあらゆる従来の走査技術を適用することによって得ることが
できる。
【０２３６】
　他の実装は、上述の方法を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を格納する一
時的でないコンピュータ可読記憶媒体を含んでもよい。さらに別の実装は、メモリと、上
述の方法を行うためにメモリに格納された命令を実行するように構成された又は動作可能
な１つ又は複数のプロセッサとを含むシステムを含んでもよい。
【０２３７】
　　［実装＃１７］
　幾つかのさらなるデバイス実装は、少なくとも１つのネットワーク通信アダプタ、１つ
又は複数の入力センサ、１つ又は複数の出力、及びメモリと、動作を行うように構成され
た少なくとも１つのプロセッサとを含む。動作は、ユニットがインホーム機器制御デバイ
ス又は制御可能デバイスであり、制御デバイスが制御可能デバイスと相補的である、ユニ
ットを一意に識別する未登録のインホームユニットの識別子を受信すること、受信した識
別子を用いてユニットを登録すること、及び意図される接続情報を受信し、登録されたユ
ニットと以前に登録された相補的ユニットとの間の接続をユニットペアを確立するように
構成することを含み、接続により、ユニットペアの制御可能ユニットが、ユニットペアの
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制御ユニットによって送信された制御信号に応答して制御される。
【０２３８】
　開示された技術のこのデバイス及び他の実装は、上述のデバイス特徴のうちの１つ又は
複数をそれぞれ随意的に含むことができる。
【０２３９】
　　［実装＃１８］
　幾つかの実装は、それらを記載する前にユニットをインベントリ化することを含む。こ
れらの実装のうちの１つは、ホーム制御デバイスを制御可能デバイスにオンボーディング
し及び相互接続する方法であって、一意に識別されたホーム制御デバイス及び制御可能デ
バイスとインホームマネージメントブリッジのインベントリであり、少なくとも第１のホ
ーム制御デバイス及び第２の制御可能デバイスを含むインベントリを確立すること、第１
のホーム制御デバイスから第１のホーム制御デバイスを一意に識別する第１の記載信号を
受信し、第１の記載信号における情報をインベントリと整合させ、第１のホーム制御デバ
イスをマネージメントブリッジに記載すること、第２の制御可能デバイスから第２の制御
可能デバイスを一意に識別する第２の記載信号を受信し、第２の記載信号における情報を
インベントリと整合させ、第２の制御可能デバイスをマネージメントブリッジに記載する
こと、ユーザ・インターフェースに応答して専用化信号を受信し、第１のホーム制御デバ
イスによって生成される制御信号が第２の制御可能デバイスを制御することに専用化され
るようにマネージメントブリッジ、第１のホーム制御デバイス、及び第２の制御可能デバ
イスの組合せを自動的に構成すること、及びマネージメントブリッジと通信する状態で結
合されたコンシェルジュデバイス上で第１のホーム制御デバイスの制御能力を再現するこ
とを含む、方法を説明する。
【０２４０】
　専用化アクションは、第１のホーム制御デバイス及び第２の制御可能デバイスのうちの
１つ又は複数をピア・ツー・ピア制御対話用に構成することをさらに含むことができる。
【０２４１】
　幾つかの実装は、第１のホーム制御デバイスによって生成される第１の制御信号及び第
２の制御可能デバイスを制御する第２の制御信号を自動的に判定することをさらに含み、
専用化アクションは、マネージメントブリッジを、第１のホーム制御デバイスから第１の
制御信号を受信し、第１の制御信号に応答して第２の制御信号を第２の制御可能デバイス
に送信するように構成することをさらに含む。
【０２４２】
　幾つかの実装は、第１のホーム制御デバイスによって生成される制御信号を第２の制御
可能デバイスの制御に専用化することをユーザが選択できるようにするインターフェース
を提供することをさらに含む。
【０２４３】
　代替的な実装は、インホーム制御可能デバイスをマネージメントブリッジにオンボーデ
ィングし、制御可能デバイスを制御するようにコンシェルジュデバイスを自動的に構成す
る方法であって、一意に識別された制御可能デバイスとインホームマネージメントブリッ
ジとのインベントリであり、少なくとも第１のインホーム制御可能デバイスを含むインベ
ントリを確立すること、第１のインホーム制御可能デバイスから第１の制御可能デバイス
を一意に識別する第１の記載信号を受信し、第１の記載信号における情報をインベントリ
と整合させ、第１の制御可能デバイスをマネージメントブリッジに記載すること、及び第
１の制御可能デバイスを制御するのに用いられる第１の制御信号を自動的に判定し、第１
の制御信号を用いて第１の制御可能デバイスを制御する１つ又は複数のメニュー項目と共
にマネージメントブリッジと通信する状態で結合されるコンシェルジュデバイスを構成す
ることを含む方法を説明する。
【０２４４】
　別の代替的な実装は、インホーム制御デバイスをマネージメントブリッジにオンボーデ
ィングし、制御可能デバイスの制御能力を再現するようにコンシェルジュデバイスを自動
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的に構成する方法であって、一意に識別された制御デバイスとインホームマネージメント
ブリッジとのインベントリであり、少なくとも第１のインホーム制御デバイスを含むイン
ベントリを確立すること、第１のインホーム制御デバイスから第１の制御デバイスを一意
に識別する第１の記載信号を受信し、第１の記載信号における情報をインベントリと整合
させ、第１の制御デバイスをマネージメントブリッジに記載すること、及び第１の制御デ
バイスによって生成される第１の制御信号を自動的に判定し、第１の制御デバイスの制御
能力を再現する１つ又は複数のメニュー項目と共にマネージメントブリッジと通信する状
態で結合されるコンシェルジュデバイスを構成することを含む方法を説明する。
【０２４５】
　他の実装は、上述の方法を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を格納する一
時的でないコンピュータ可読記憶媒体を含んでもよい。さらに別の実装は、メモリと、上
述の方法を行うためにメモリに格納された命令を実行するように構成された又は動作可能
な１つ又は複数のプロセッサとを含むシステムを含んでもよい。
【０２４６】
　　［実装＃１９］
　別の実装は、制御デバイスと制御されるデバイスとの両方をインホームマネージメント
ブリッジにオンボーディングする方法を説明する。この方法は、一意に識別されたホーム
制御デバイス及び制御可能デバイスとインホームマネージメントブリッジとのインベント
リであり、少なくとも第１のホーム制御デバイス及び第２の制御可能デバイスを含むイン
ベントリを確立すること、第１のホーム制御デバイスから第１のホーム制御デバイスを一
意に識別する第１の記載信号を受信し、第１の記載信号における情報をインベントリと整
合させ、第１のホーム制御デバイスをマネージメントブリッジに記載すること、第２の制
御可能デバイスから第２の制御可能デバイスを一意に識別する第２の記載信号を受信し、
第２の記載信号における情報をインベントリと整合させ、第２の制御可能デバイスをマネ
ージメントブリッジに記載すること、ユーザ・インターフェースに応答して専用化信号を
受信し、第１のホーム制御デバイスによって生成される少なくとも幾つかの制御信号が第
２の制御可能デバイスを制御することに専用化されるようにマネージメントブリッジ、第
１のホーム制御デバイス、及び第２の制御可能デバイスの組合せを自動的に構成すること
を含む。
【０２４７】
　上記のように、この方法及び開示された技術の他の実装は、以下の特徴のうちの１つ又
は複数をそれぞれ随意的に含むことができる。
【０２４８】
　幾つかの実装は、マネージメントブリッジと通信する状態で結合されたコンシェルジュ
デバイス上で第１のホーム制御デバイスの制御能力を再現することをさらに含む。
【０２４９】
　専用化は、第１のホーム制御デバイス及び第２の制御可能デバイスのうちの１つ又は複
数をピア・ツー・ピア制御対話用に構成することをさらに含むことができる。又は、これ
は、第１のホーム制御デバイスによって生成される第１の制御信号及び第２の制御可能デ
バイスを制御する第２の制御信号を自動的に判定すること、及び、マネージメントブリッ
ジを、第１のホーム制御デバイスから第１の制御信号を受信し、第１の制御信号に応答し
て第２の制御信号を第２の制御可能デバイスに送信するように構成することに関係するこ
とができる。
【０２５０】
　実装はまた、第１のホーム制御デバイスによって生成される制御信号を第２の制御可能
デバイスの制御に専用化することをユーザが選択できるようにするインターフェースを提
供することを含むことができる。
【０２５１】
　別の実装は、インホーム制御可能デバイスをマネージメントブリッジにオンボーディン
グし、制御可能デバイスを制御するようにコンシェルジュデバイスを自動的に構成する方
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法であって、一意に識別された制御可能デバイスとインホームマネージメントブリッジと
のインベントリであり、少なくとも第１のインホーム制御可能デバイスを含むインベント
リを確立すること、第１のインホーム制御可能デバイスから第１の制御可能デバイスを一
意に識別する第１の記載信号を受信し、第１の記載信号における情報をインベントリと整
合させ、第１の制御可能デバイスをマネージメントブリッジに記載することを含む方法を
説明する。
【０２５２】
　この自動構成方法は、上述の特徴のうちの１つ又は複数を随意的に含むことができる。
これはまた、第１の制御可能デバイスを制御するのに用いられる第１の制御信号を自動的
に判定すること、及び第１の制御信号を用いて第１の制御可能デバイスを制御する１つ又
は複数のメニュー項目と共にマネージメントブリッジと通信する状態で結合されるコンシ
ェルジュデバイスを構成することに関係することができる。
【０２５３】
　幾つかの実装は、インホーム制御デバイス又は制御可能デバイスのいずれかをマネージ
メントブリッジにオンボーディングすることに関係する。インホーム制御デバイスだけが
記載されるときに、方法は、制御デバイスの制御が再現されるようにコンシェルジュデバ
イスを自動的に構成すること、一意に識別された制御デバイスとインホームマネージメン
トブリッジとのインベントリであり、少なくとも第１のインホーム制御デバイスを含むイ
ンベントリを確立すること、第１のインホーム制御デバイスから第１の制御デバイスを一
意に識別する第１の記載信号を受信し、第１の記載信号における情報をインベントリと整
合させ、第１の制御デバイスをマネージメントブリッジに記載することを含むことができ
る。
【０２５４】
　インホーム制御可能デバイスだけがマネージメントブリッジに記載されるときに、方法
は、制御可能デバイスを制御するようにコンシェルジュデバイスを自動的に構成すること
、第１のインホーム制御可能デバイスから第１の制御可能デバイスを一意に識別する第１
の記載信号を受信すること、第１の制御可能デバイスを制御するのに用いられる第１の制
御信号を自動的に判定すること、及び第１の制御可能デバイスをインホームマネージメン
トブリッジに記載することを含むことができる。
【０２５５】
　幾つかの実装は、第１の制御信号のうちの少なくとも幾つかを実装する第１の制御可能
デバイスを制御する１つ又は複数のメニュー項目と共にマネージメントブリッジと通信す
る状態で結合されるコンシェルジュデバイスを自動的に構成することをさらに含む。
【０２５６】
　インホーム制御デバイスをマネージメントブリッジにオンボーディングし、制御デバイ
スの制御能力を再現するようにコンシェルジュデバイスを自動的に構成する別の方法は、
第１のインホーム制御デバイスから第１の制御デバイスを一意に識別する第１の記載信号
を受信し、第１の制御可能デバイスを制御するのに用いられる第１の制御信号を自動的に
判定し、第１の制御可能デバイスをインホームマネージメントブリッジに記載すること、
第１の制御デバイスによって生成される第１の制御信号を自動的に判定すること、及び第
１の制御デバイスの制御能力を再現する１つ又は複数のメニュー項目と共にマネージメン
トブリッジと通信する状態で結合されるコンシェルジュデバイスを構成すること、を含む
。
【０２５７】
　他の実装は、上述の方法を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を格納する一
時的でないコンピュータ可読記憶媒体を含んでもよい。さらに別の実装は、メモリと、上
述の方法を行うためにメモリに格納された命令を実行するように構成された又は動作可能
な１つ又は複数のプロセッサとを含むシステムを含んでもよい。
【０２５８】
　　［仮想アプリ及び広告］
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　　［実装＃２０］
　幾つかの実装は、関連する消費者向けデバイスをインホームマネージメントブリッジに
又はクラウドベースのマネージメントサーバに重複して接続するコンシェルジュデバイス
を説明する。コンシェルジュデバイスは、少なくともホームマネージメントブリッジ及び
クラウドベースのマネージメントサーバと通信する状態で結合されるように適合された少
なくとも１つの無線トランシーバ及びネットワークプロトコルスタックと、メモリと、少
なくとも１つのユーザ入力センサ（随意的に、以下で識別されるマイクロフォンとするこ
とができる可能性がある）と、ディスプレイと、スピーカ及びマイクロフォンと、トラン
シーバ、メモリ、入力センサ、及びディスプレイに結合されるプロセッサと、プロセッサ
上で走る命令とを含む。命令は、実行されるときに、コンシェルジュデバイスに、コンシ
ェルジュデバイスをインホームマネージメントブリッジに無線で結合させ、コンシェルジ
ュデバイスをクラウドベースのマネージメントサーバに無線で結合させ、インホームマネ
ージメントブリッジ及びクラウドベースのマネージメントサーバの利用可能性又は利用不
可状態を感知させ、インホームマネージメントブリッジ又はクラウドベースのマネージメ
ントサーバのうちの一方に優先的に依拠させ、及び代替的に他方に依拠させ、インホーム
マネージメントブリッジを通じて又は代替的にクラウドベースのマネージメントサーバを
通じて消費者向けデバイスを登録させ、消費者向けデバイスの登録に応答して、消費者向
けデバイスのための１つ又は複数の制御メニュー及び制御ストリングを受信させて消費者
向けデバイスに直接又は間接的に送信させて制御メニューからの選択を実施させ、ユーザ
のアクションに応答して、消費者向けデバイスに制御ストリングを直接又は間接的に送信
させる。
【０２５９】
　開示された技術のこのデバイス及び他の実装は、以下の特徴のうちの１つ又は複数をそ
れぞれ随意的に含むことができる。
【０２６０】
　コンシェルジュデバイスは、インホームマネージメントブリッジを通じて少なくとも１
つの消費者向けデバイスと通信する状態で結合することができる。この通信は、直接的な
もの、インホームマネージメントブリッジを通じたもの、又は無線アクセスポイントを通
じたものとすることができる。
【０２６１】
　ユーザ入力センサは、ボタン、動きセンサ、方位センサ、又はマイクロフォンとするこ
とができる。
【０２６２】
　幾つかの実装では、コンシェルジュデバイスは、少なくとも冷蔵庫、食器洗浄機、及び
洗濯機を含む機器の制御のための制御メニューを受け取る。
【０２６３】
　上述のコンシェルジュデバイスは、コンシェルジュデバイス識別情報を利用可能性に応
じてインホーム消費者マネージメントブリッジに又は代替的にクラウドベースの消費者マ
ネージメントサービスに転送し、ユーザがボタンを押すことに応答してインホーム消費者
マネージメントブリッジ又はクラウドベースの消費者マネージメントサービスにサポート
コールを開始させ、サポートコールが自動アテンダントをバイパスすること又は関連する
消費者向けデバイス特有の情報を用いて対話型音声認識システムを呼び出すことを可能に
する関連する消費者向けデバイスに関する情報を提供させる、プロセッサ上で走る命令を
さらに含んでもよい。
【０２６４】
　幾つかの実装では、コンシェルジュデバイスは、コンシェルジュデバイスに、複数の消
費者向けデバイス固有の情報をそれらが登録される際に格納させ、特定の関連する消費者
向けデバイスの選択に応答して消費者向けデバイスの制御又はサポートのために情報を直
接又はブリッジを介してのいずれかで利用可能にさせる命令を含む。
【０２６５】
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　プロセッサ上で走る命令は、インホーム消費者向けデバイスによって行われているタス
クの完了に関するアラートメッセージをコンシェルジュデバイスのプロセッサに受信させ
ることができる。プロセッサ上で走る命令はまた、インホーム消費者向けデバイスによっ
て行われているタスクの割り込みに関するアラートメッセージをコンシェルジュデバイス
プロセッサに受信させることができる。コンシェルジュデバイスは、可聴警報を出す又は
アラートメッセージに応答してメッセージを表示するように構成することができる。
【０２６６】
　プロセッサ上で走る命令はさらに、コンシェルジュデバイスプロセッサに、ユーザ介入
の必要なしに制御メニューへの更新をチェックさせることができる。
【０２６７】
　　［実装＃２１］
　別の実装は、消費者向けデバイスの少なくとも製造元及びモデルをそれから判定するこ
とができる未登録の消費者向けデバイスの識別子を受信すること、受信した識別子を用い
て消費者向けデバイスを登録すること、及び１つ又は複数の入力センサとディスプレイと
を含むホーム制御デバイスをメニュー及び消費者向けデバイスを制御する制御コードと共
に並びにサポート情報と共に自動的に構成することを含む方法を説明する。
【０２６８】
　この実装は、随意的に、入力センサによって感知される単一ユーザアクションに応答し
て、ホーム制御デバイスが消費者向けデバイスをサポートするサービスセンターとのコン
タクトを開始することを含み、コンタクトは、サービスセンターが消費者向けデバイスを
それから識別し、及びサポートされるべき消費者向けデバイスに基づいて自動サポートプ
ロトコルと係り合うかどうかを判定することができる情報を自動的に伝送することを含む
。
【０２６９】
　この方法及び開示された技術の他の実装は、以下の特徴のうちの１つ又は複数をそれぞ
れ随意的に含むことができる。
【０２７０】
　他の実装は、消費者向けデバイスに関するステータス情報をサービスセンターに自動的
に伝送すること、及び自動サポートプロトコル中にサービスセンターから受信した情報を
表示することを含む。
【０２７１】
　幾つかの実装では、ホーム制御デバイスは、インホームサポートゲートウェイによって
サービスセンターと通信する状態で結合され、方法は、ホーム制御デバイスとサービスセ
ンターとの間の通信をリレーするインホームサポートゲートウェイをさらに含む。
【０２７２】
　他の実装では、ホーム制御デバイスは、家を越えて広がるネットワークを介してクラウ
ドベースのサポートゲートウェイと通信する状態で結合され、方法は、クラウドベースの
サポートゲートウェイが消費者向けデバイスの登録及びホーム制御デバイスの自動構成を
実施することをさらに含む。
【０２７３】
　幾つかの実装は、消費者向けデバイスをサポートセンターとデータ通信する状態で結合
させ、これにより、消費者向けデバイスとサポートセンターとの間の診断通信を可能にす
ることをさらに含む。
【０２７４】
　ユーザの声を取り込む及びユーザが聞くための音声を再生するためにホーム制御デバイ
スを用いてサポートコールを行うことができる。これは、サポートコール中にサポートセ
ンターに視覚的情報を提供するためにホーム制御デバイス上の少なくとも１つのビデオカ
メラを用いることができる。
【０２７５】
　さらなる実装は、ホーム制御デバイスが、消費者向けデバイスからデータストリームを
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受信し、ホーム制御デバイスと消費者向けデバイスとの間の対話と協調してデータストリ
ームからの情報をホーム制御デバイス上に表示することを含む。
【０２７６】
　消費者向けデバイスが、テレビ、又はモニタに結合されたビデオ画像源であるとき、ホ
ーム制御デバイスディスプレイ上に表示される情報は、テレビ又はモニタ上に表示される
画像と調和させることができる。
【０２７７】
　ホーム制御デバイス上に表示される情報は、会社又は製品を識別することができ、広告
又は番組シーンにおけるプロダクト・プレイスメントと協調することができる。又はこれ
は、広告又は番組シーンの主題と協調することができる。
【０２７８】
　情報は、ユーザが早送りし、巻き戻しし、又はスキップすることによってコンテンツを
通してナビゲートする際にホーム制御デバイス上に表示することができる。
【０２７９】
　　［実装＃２２］
　幾つかの実装は、少なくとも１つの無線データ通信アダプタ、１つ又は複数の入力セン
サ、１つ又は複数の出力、及びメモリと、動作を行うように構成された少なくとも１つの
プロセッサとを含むシステムを説明する。動作は、消費者向けデバイスの少なくとも製造
元及びモデルをそれから判定することができる未登録の消費者向けデバイスの識別子を受
信すること、受信した識別子を用いて消費者向けデバイスを登録すること、及び１つ又は
複数の入力センサとディスプレイとを含むホーム制御デバイスをメニュー及び消費者向け
デバイスを制御する制御コードと共に並びにサポート情報と共に自動的に構成することを
含む。このシステムでは、入力センサによって感知される単一ユーザアクションに応答し
て、ホーム制御デバイスが消費者向けデバイスをサポートするサービスセンターとのコン
タクトを開始し、コンタクトは、サービスセンターが消費者向けデバイスをそれから識別
し、及びサポートされるべき消費者向けデバイスに基づいて自動サポートプロトコルと係
り合うかどうかを判定することができる情報を自動的に伝送することを含む。
【０２８０】
　開示された技術のこのシステム及び他の実装は、以下の特徴のうちの１つ又は複数をそ
れぞれ随意的に含むことができる。
【０２８１】
　幾つかの実装では、システムは、消費者向けデバイスに関するステータス情報をサービ
スセンターに自動的に伝送すること、及び自動サポートプロトコル中にサービスセンター
から受信した情報を表示することを含む動作を行うように構成されたプロセッサをさらに
含む。
【０２８２】
　幾つかのシステム実装は、ホーム制御デバイスとサービスセンターとの間の通信をリレ
ーすることを含む動作を行うように構成された少なくとも１つのゲートウェイプロセッサ
を備えるインホームサポートゲートウェイをさらに含む。これらの実装では、ホーム制御
デバイスは、インホームサポートゲートウェイを通じてサービスセンターと通信する状態
で結合することができる。ゲートウェイプロセッサは、消費者向けデバイスの登録及びホ
ーム制御デバイスの自動構成を実施する動作を行うようにさらに構成することができる。
【０２８３】
　他のシステム実装は、消費者向けデバイスの登録及びホーム制御デバイスの自動構成を
実施する動作を行うように構成された少なくとも１つのゲートウェイプロセッサを備える
クラウドベースのサポートゲートウェイをさらに含む。これらの実装では、ホーム制御デ
バイスは、家を越えて広がるネットワークを介してクラウドベースのサポートゲートウェ
イと通信する状態で結合される。
【０２８４】
　使用されるプロセッサは、消費者向けデバイスをサポートセンターとデータ通信する状
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態で結合させ、これにより、消費者向けデバイスとサポートセンターとの間の診断通信を
可能にすることを含む動作を行うようにさらに構成することができる。
【０２８５】
　ホーム制御デバイス上のプロセッサは、ユーザの声を取り込む及びユーザが聞くための
音声を再生するためにホーム制御デバイスを用いて消費者向けデバイスに関するサポート
プロセッサとのサポートコールを行うことを含む動作を行うようにさらに構成することが
できる。ホーム制御デバイス上のプロセッサは、サポートコール中にサポートセンターに
視覚的情報を提供するためにホーム制御デバイス上の少なくとも１つのビデオカメラを用
いることを含む動作を行うようにさらに構成することができる。
【０２８６】
　これらの実装のうちのいずれかは、消費者向けデバイスからデータストリームを受信し
、ホーム制御デバイスと消費者向けデバイスとの間の対話と協調してデータストリームか
らの情報をホーム制御デバイス上に表示することを含む動作を行うようにさらに構成され
るホーム制御デバイス上のプロセッサをさらに含むことができる。消費者向けデバイスが
、テレビ、又はモニタに結合されたビデオ画像源であるとき、ホーム制御デバイスディス
プレイ上に表示される情報は、テレビ又はモニタ上に表示される画像と調和させることが
できる。ホーム制御デバイス上に表示される情報は、会社又は製品を識別し、広告又は番
組シーンにおけるプロダクト・プレイスメントと協調することができる。又はこれは、広
告又は番組シーンの主題と協調することができる。情報は、ユーザが早送りし、巻き戻し
し、又はスキップすることによってコンテンツを通してナビゲートする際にホーム制御デ
バイス上に表示することができる。
【０２８７】
　他の実装は、上述の方法を行うためにプロセッサによって実行可能な命令を格納する一
時的でないコンピュータ可読記憶媒体を含んでもよい。さらに別の実装は、上述のシステ
ムのデバイスのプロセッサによって実施されるアクションを含む方法を含んでもよい。
【０２８８】
　　［実装＃２３］
　幾つかの実装は、情報を消費者に配信する方法であって、双方向無線ＲＦ接続を介して
コンシェルジュデバイスを消費者向け電子装置（ＣＥと略される）デバイスとペアにする
こと、コンシェルジュデバイスがＣＥデバイスからデータストリームを受信し、データス
トリームからの情報を遠隔制御と一体のディスプレイ上に表示することを含む、方法を説
明する。
【０２８９】
　この方法及び開示された技術の他の実装は、以下の特徴のうちの１つ又は複数をそれぞ
れ随意的に含むことができる。
【０２９０】
　幾つかの実装では、コンシェルジュデバイスは、ＭＰＥＧ伝送ストリームからの情報を
簡素化されたコンシェルジュデバイスフォーマットにトランスコードすることをＣＥデバ
イスに依拠する。
【０２９１】
　上記のように、消費者向けデバイスがテレビ、又はモニタに結合されたビデオ画像源で
あるとき、コンシェルジュデバイスのディスプレイ上に表示することができる情報は、テ
レビ又はモニタ上に表示される画像と調和される。表示される情報の他の特徴は、この方
法並びに従来の方法に当てはまる。
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